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(57)【要約】
【課題】エネルギー貯蔵装置の性能に合わせて演算処理
を最適化できる制御装置、制御方法、およびプログラム
を提供する。
【解決手段】制御装置は、複数のエネルギー貯蔵装置に
より需給調整される調整総電力に関する需給調整情報と
エネルギー貯蔵装置の状態情報とに基づき、エネルギー
貯蔵装置における分担電力を算出する算出部と、通信部
と、を備え、エネルギー貯蔵装置は、第１のエネルギー
貯蔵装置と第２のエネルギー貯蔵装置とが含まれており
、通信部は、第１のエネルギー貯蔵装置には分担電力を
送信し、第２のエネルギー貯蔵装置には需給調整情報お
よび分担情報を送信し、通信部は、貯蔵装置識別情報に
対応するエネルギー貯蔵装置が第１のエネルギー貯蔵装
置か第２のエネルギー貯蔵装置かを識別する種別識別情
報に対応付けて記憶する記憶手段を用いて、エネルギー
貯蔵装置を送信宛先として選択する。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に関する需給調整情報と
、少なくとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の状態情報とに基づいて、少なくとも一つの
前記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出する算出手段と、
　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する通信手段と、を備え、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置は、前記分担電力の送信先となる第１のエネルギー貯蔵
装置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する
分担情報の送信先となる第２のエネルギー貯蔵装置と、が含まれており、
　前記通信手段は、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶手段を用いて、前記少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択し、
　　前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２のエネルギー貯
蔵装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信する制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の制御装置において、
　前記分担情報の更新頻度は、前記需給調整情報の更新頻度よりも低く、
　前記算出手段は、前記分担情報が更新されるまで同じ分担情報に基づいて、前記エネル
ギー貯蔵装置ごとの前記分担電力を算出する制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の制御装置において、
　前記算出手段は、前記分担電力または需給調整情報を送信する間隔よりも長い間隔で、
前記状態情報に基づいて前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担情報を更新する制御装置
。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の制御装置において、
　専用回線で通信している前記エネルギー貯蔵装置は、前記第１のエネルギー貯蔵装置の
前記種別識別情報に対応付けて前記記憶手段に記憶される制御装置。
【請求項５】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の制御装置において、
　コンテナ型の大型蓄電池は、前記第１のエネルギー貯蔵装置の前記種別識別情報に対応
付けて前記記憶手段に記憶される制御装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、
　　前記需給調整情報を受信すると、受信した前記需給調整情報を、そのまま若しくは最
大調整総電力や調整総電力に基づき規格化し、第２のエネルギー貯蔵装置に転送する制御
装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、前記第２のエネルギー貯蔵装置に対して、前記分担情報を前記需給調
整情報の送信間隔よりも長い間隔で送信する制御装置。
【請求項８】
　制御装置が、
　　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に関する需給調整情報
と、少なくとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の状態情報とに基づいて、少なくとも一つ
の前記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出し、
　　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信し、
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　　前記複数のエネルギー貯蔵装置は、前記分担電力の送信先となる第１のエネルギー貯
蔵装置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定す
る分担情報の送信先となる第２のエネルギー貯蔵装置と、が含まれており、
　さらに、前記制御装置が、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶装置を用いて、前記少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択し、
　　前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２のエネルギー貯
蔵装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信する制御方法。
【請求項９】
　コンピュータに、
　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に関する需給調整情報と
、少なくとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の状態情報とに基づいて、少なくとも一つの
前記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出する手順、
　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する手順、を実行させるとと
もに、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置は、前記分担電力の送信先となる第１のエネルギー貯蔵
装置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する
分担情報の送信先となる第２のエネルギー貯蔵装置と、が含まれており、
　コンピュータに、
　前記送信する手順において、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶装置を用いて、前記少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する手順、
　　前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２のエネルギー貯
蔵装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信する手順、を実行させるためのプ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、需給調整制御装置、その制御方法、およびプログラムに関し、特に、電力系
統システムの需給調整制御を行う需給調整制御装置、その制御方法、およびプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、複数の蓄電池を用いて電力需給調整を行う電力系統制御システムが記
載されている。
　特許文献１に記載の電力系統制御システムでは、階層型需給制御装置が、管理下（下位
層）の複数の蓄電池の各々から蓄電池の情報（例えば、充電効率や残容量）を受信する。
　階層型需給制御装置は、管理下の各蓄電池の情報を集約する。階層型需給制御装置は、
集約した蓄電池の情報である集約蓄電池情報を上位装置に送信し、その後、上位装置から
、集約した蓄電池に関する制御情報を受信する。階層型需給制御装置は、受信した制御情
報と管理下の各蓄電池の情報とに基づいて、管理下の各蓄電池の制御情報を生成する。
　階層型需給制御装置は、管理下の各蓄電池の制御情報を用いて、管理下の各蓄電池の充
放電を制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１２－１６１２０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の電力系統制御システムにおける階層型需給制御装置は、一定時間ご
とに管理下のたとえば大口需要家、小口需要家またはアグリゲータ等によって保有される
蓄電池など異なる主体が管理する蓄電池に関する集約蓄電池情報を更新し、更新後の集約
蓄電池情報を上位装置に送信しなければいけない。
　しかし、一定時間内に管理下の全ての蓄電池の情報を受信できないと、これら管理下の
全ての蓄電池に関する新たな集約蓄電池情報を生成できないため、管理下の蓄電池を精度
よく電力需給調整を行えないという問題が生じる。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、蓄電池等の
エネルギー貯蔵装置の性能に合わせて演算処理を最適化できる需給調整制御装置、その制
御方法、およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の各側面では、上述した課題を解決するために、それぞれ以下の構成を採用する
。
【０００７】
　第一の側面は、制御装置に関する。
　第一の側面に係る制御装置は、
　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に関する需給調整情報と
、少なくとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の状態情報に基づいて、少なくとも一つの前
記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出する算出手段と、
　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する通信手段と、を有し、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置は、前記分担電力の送信先となる第１のエネルギー貯蔵
装置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する
分担情報の送信先となる第２のエネルギー貯蔵装置と、が含まれており、
　前記通信手段は、前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２
のエネルギー貯蔵装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信し、
　前記通信手段は、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶手段を用いて、前記少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する。
【０００８】
　第二の側面は、少なくとも１つのコンピュータにより実行される制御方法に関する。
　第二の側面に係る制御方法は、制御装置が、
　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に関する需給調整情報と
、少なくとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の状態情報に基づいて、少なくとも一つの前
記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出し、
　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信し、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置は、前記分担電力の送信先となる第１のエネルギー貯蔵
装置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する
分担情報の送信先となる第２のエネルギー貯蔵装置と、が含まれており、
　さらに、前記制御装置が、
　前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２のエネルギー貯蔵
装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信し、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情報
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に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギー
貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶装置を用いて、前記少なく
とも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する、ことを含む。
【０００９】
　なお、本発明の他の側面としては、上記第二の側面の方法を少なくとも１つのコンピュ
ータに実行させるプログラムであってもよいし、このようなプログラムを記録したコンピ
ュータが読み取り可能な記録媒体であってもよい。この記録媒体は、非一時的な有形の媒
体を含む。
　このコンピュータプログラムは、コンピュータにより実行されたとき、コンピュータに
、需給調整制御装置上で、その制御方法を実施させるコンピュータプログラムコードを含
む。
【００１０】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【００１１】
　また、本発明の各種の構成要素は、必ずしも個々に独立した存在である必要はなく、複
数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形
成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部
と他の構成要素の一部とが重複していること、等でもよい。
【００１２】
　また、本発明の方法およびコンピュータプログラムには複数の手順を順番に記載してあ
るが、その記載の順番は複数の手順を実行する順番を限定するものではない。このため、
本発明の方法およびコンピュータプログラムを実施するときには、その複数の手順の順番
は内容的に支障のない範囲で変更することができる。
【００１３】
　さらに、本発明の方法およびコンピュータプログラムの複数の手順は個々に相違するタ
イミングで実行されることに限定されない。このため、ある手順の実行中に他の手順が発
生すること、ある手順の実行タイミングと他の手順の実行タイミングとの一部ないし全部
が重複していること、等でもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　上記各側面によれば、エネルギー貯蔵装置の性能に合わせて演算処理を最適化できる需
給調整制御装置、その制御方法、およびプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形
態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態に係る需給調整システムの全体像および概要の一例を説明す
るための図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る需給調整システムのシステム構成を概念的に示す図で
ある。
【図３】本発明の実施の形態に係る制御装置の構成を論理的に示す機能ブロック図である
。
【図４】本実施形態の制御装置の一部の構成を論理的に示す機能ブロック図である。
【図５】本実施形態の制御装置がアクセス可能な記憶装置のエネルギー貯蔵装置の属性情
報と状態情報のデータ構造の一例を示す図である。
【図６】本実施形態の制御装置がアクセス可能な記憶装置の分担比率情報のデータ構造の
一例を示す図である。
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【図７】本発明の実施の形態に係る各装置を実現するコンピュータの構成の一例を示す図
である。
【図８】本実施形態の制御装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態に係る制御装置の論理的な構成を示す機能ブロック図である
。
【図１０】本実施形態の記憶装置のデータ構造の例を示す図である。
【図１１】本実施形態の需給調整システムの各装置の処理の流れの一例を示すシーケンス
図である。
【図１２】本実施形態の制御装置が管理している複数の蓄電池の需給調整情報の一例を示
す図である。
【図１３】本実施形態の需給調整システムの演算処理を説明するための図である。
【図１４】本実施形態の需給調整システムの演算処理を説明するための図である。
【図１５】本実施形態の需給調整システムの演算処理を説明するための図である。
【図１６】本発明の実施例の制御装置の処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１８】
（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態に係る需給調整システム、制御装置、制御方法およびプログ
ラムについて、以下説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る需給調整システム１の全体像および概要の一例を説
明するための図である。図２は、本発明の実施の形態に係る需給調整システム１のシステ
ム構成を概念的に示す図である。
　以下の各図において、本発明の本質に関わらない部分の構成については省略してあり、
図示されていない。
【００１９】
　電力系統の周波数（以下、「系統周波数」とも呼ぶ）は、電力系統内の発電設備（たと
えば、図１の火力発電所６２、再生可能エネルギー発電所６４）の出力や需要家負荷の電
力消費に応じて変動する。また、電力系統内には、発電設備（火力発電所６２）と、電力
を消費する負荷以外に、電力を充放電する蓄電池（図１の系統用コンテナ蓄電池３２、ア
グリゲータ蓄電池３４、大口需要家蓄電池３６、小口需要家蓄電池３８等）も存在する。
蓄電池は、様々な形態のものが存在し、これらを統合的に制御する手法が様々検討されて
いる。
【００２０】
　電力系統の系統周波数を基準値に保持する制御を行うために、ＬＦＣ（Load Frequency
 Control）信号が、中央給電指令所の管理装置７０から蓄電池中給の制御装置１０に定期
的（たとえば、４～５秒おきであり、以下、周期Ｔ１と呼ぶ）に送信されている。
　本発明の需給調整システム１は、ＬＦＣ信号に従った、様々なエネルギー貯蔵装置３０
（たとえば、蓄電池）の充放電の統合的な制御により、電力需給調整を効率よく行う。
【００２１】
　本実施形態の需給調整システム１は、制御装置１０および複数の需給調整制御装置２０
を有する。なお、需給調整制御装置２０およびエネルギー貯蔵装置３０（たとえば、パワ
ーコンディショニングシステム（ＰＣＳ：Power Conditioning System）を含む蓄電池）
により、エネルギー貯蔵システム（たとえば、蓄電装置）が構成されてもよい。そして、
需給調整システム１は、当該エネルギー貯蔵システムを有してもよい。また、需給調整シ
ステム１は、複数の発電装置６０を有してもよい。これらの装置は、インターネット等の
ネットワーク５０を介して互いに接続され、互いに情報の送受信を行う。
【００２２】
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　本発明の実施の形態の需給調整システムは、たとえば、アグリゲータまたはエネルギー
サービスプロバイダが、電力系統内の様々な主体（たとえば、大口需要家、小口需要家、
およびアグリゲータ自身）が保有する複数の蓄電池の充放電を統合的に制御することで、
電力の需給調整サービスを提供するものである。
【００２３】
　提供される需給調整サービスの例として、以下に例示されるが、これらに限定されない
。
（ａ１）電力系統の電力需給調整制御を行う。電力系統内の異なる仕様、性能、状態にあ
る複数の蓄電池に対し、各電池の性能を最大限に引き出すように充放電の割り当てを最適
化する。
（ａ２）不測の事態に備えた電力の予備を蓄えるように、各蓄電池への充放電の管理およ
び分配を行う。
（ａ３）再生可能エネルギー発電所等の発電量のランプ変動にも対応できるように、各蓄
電池の充放電を制御する。
（ａ４）蓄電池の満充電または枯渇を回避するように、各蓄電池の充放電を制御する。
【００２４】
　制御装置１０は、本発明の実施の形態の制御装置の一例であり、たとえば、アグリゲー
タまたは上記サービスを提供するプロバイダ等のクラウドサーバである。制御装置１０の
詳細については後述する。
【００２５】
　発電装置６０は、特に限定されないが、図１では火力発電所６２、および、太陽光、風
力、小水力、地熱等の自然エネルギーを用いて発電する再生可能エネルギー発電所６４の
装置である。発電装置６０は、あらゆる構成を採用できる。発電装置６０は、事業者によ
り管理される大規模な発電装置（たとえば、メガソーラ等）であってもよいし、一般家庭
により管理される小規模な発電装置であってもよい。
【００２６】
　エネルギー貯蔵装置３０は、供給された電力を、所定のエネルギーとして蓄積するよう
構成される。たとえば、供給された電力を電力として蓄積する蓄電池や電気自動車（に搭
載の蓄電池）、供給された電力を熱エネルギーに変換して蓄積するヒートポンプ給湯機等
が考えられるが、これらに限定されない。エネルギー貯蔵装置３０は、あらゆる構成を採
用できる。エネルギー貯蔵装置３０は、事業者により管理される大規模なエネルギー貯蔵
装置（たとえば、図１の系統用コンテナ蓄電池３２）であってもよいし、一般家庭により
管理される小規模なエネルギー貯蔵装置（たとえば、図１の小口需要家蓄電池３８）であ
ってもよい。
【００２７】
　需給調整制御装置２０は、エネルギー貯蔵装置３０による電力の充電、放電、および消
費を制御する。図１では、需給調整制御装置２０は図示されていない。図２では、需給調
整制御装置２０およびエネルギー貯蔵装置３０を分けて記載しているが、これらは物理的
または論理的に分かれて構成されてもよいし、物理的または論理的に一体となって構成さ
れてもよい。
【００２８】
　需給調整制御装置２０は、たとえば、ＥＭＳ（Energy Management System）であり、制
御対象となるエネルギー貯蔵装置３０により、具備する機能やその性能は様々である。さ
らに、需給調整制御装置２０は、制御装置１０とネットワーク５０を介して通信を行う機
能を有し、制御装置１０からの指示に従い、エネルギー貯蔵装置３０を制御することもで
きる。需給調整制御装置２０と制御装置１０との間の通信手段と対応プロトコルも、エネ
ルギー貯蔵装置３０により様々である。
【００２９】
　たとえば、図１の大口需要家蓄電池３６、小口需要家蓄電池３８の場合は、制御装置１
０と対応する需給調整制御装置２０の間は、所定の認証および暗号化処理によりセキュリ
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ティが確保された上で、インターネット５２等のネットワーク５０を用いて接続される。
　系統用コンテナ蓄電池３２、アグリゲータ蓄電池３４の場合は、制御装置１０と対応す
る需給調整制御装置２０の間は、ＶＰＮ（Virtual Private Network）等の専用回線５４
により接続される。
【００３０】
　図３は、本発明の実施の形態に係る制御装置１０の構成を論理的に示す機能ブロック図
である。
【００３１】
　本実施形態の制御装置１０は、複数のエネルギー貯蔵装置３０によって需給調整される
調整総電力Ｗsumに対する各エネルギー貯蔵装置３０の分担比率Ａｎ（以後、ｎは１～ｎ
までの自然数を示す。たとえば、対象となるエネルギー貯蔵装置３０はｎ台あるものとす
る。）を、当該エネルギー貯蔵装置３０の状態情報に基づいて、それぞれ算出する最適化
処理部１０２と、複数のエネルギー貯蔵装置３０における調整総電力Ｗsumに関する需給
調整情報と、少なくとも一つのエネルギー貯蔵装置３０の分担比率Ａｎを用いて、少なく
とも一つのエネルギー貯蔵装置３０における分担電力Ｄｎを算出する算出部１０４と、当
該分担電力Ｄｎを、対応するエネルギー貯蔵装置３０（需給調整制御装置２０）に送信す
る通信部１０６と、を備える。
【００３２】
　本実施形態において、需給調整情報は、たとえば、ＬＦＣ信号や予備力信号（予備力信
号とは、電力系統に連系している火力発電機等が故障や災害で電力系統から切り離される
ような異常時に、供給力不足を補うために瞬動予備力や運転予備力等の形態で、エネルギ
ー貯蔵装置に放電を求める信号）である。たとえば、本実施形態では、需給調整情報に基
づいて、複数のエネルギー貯蔵装置３０（蓄電池中給が管理制御する蓄電池群）全体によ
って需給調整すべき電力の合計である調整総電力Ｗsumを特定できる。
　需給調整情報は、本実施形態では、調整総電力Ｗsumの値そのものを示す。
【００３３】
　需給調整情報は、たとえば、上述した調整総電力Ｗsumの値そのもの以外に、蓄電池群
全体で需給調整を行うために各エネルギー貯蔵装置が供出できる出力（たとえば、定格出
力Ｂｎ）の合計（以下、「最大調整総電力Ｗmax」とも呼ぶ）に対する調整総電力Ｗsumの
割合（調整総電力Ｗsum／最大調整総電力Ｗmax）×１００（％）の値、または、（調整総
電力Ｗsum／最大調整総電力Ｗmax）を示す規格化された値（以下、「規格化値ＬＦＣ」と
も呼ぶ。－１～１の値）で示すこともでき、ここで例示される形態に限定されない。また
、ＬＦＣ信号の送信形態は、値０を基準としてＵＰ／Ｄｏｗｎのパルス信号により規格化
値を表現する形態（たとえば、ＵＰはプラス１、Ｄｏｗｎはマイナス１を示し、パルス値
が変更されるまで従前のパルス値を継続する、または、パルス幅またはパルスの個数で数
値を示すこともできる）を含んでもよい。
【００３４】
　また、たとえば、調整総電力Ｗsumが２００ｋＷの場合、蓄電池群全体として２００ｋ
Ｗで電力を充電し、調整総電力Ｗsumが－１００ｋＷの場合、蓄電池群全体として１００
ｋＷで電力を放電することを示している。
【００３５】
　また、最大調整総電力Ｗmaxは、各蓄電池の定格値の積分（合計）だけではなく、各電
池が調整力や予備力として最大値として提供することを認めた値の総量である。たとえば
、定格３ｋＷの電池であっても、需要家が調整力には２ｋＷしか提供しないとして上限出
力（＜定格出力）を設定した場合は、各蓄電池が調整力に提供する上限出力および定格出
力のいずれか小さい値の積分が最大調整総電力Ｗmaxとなる。
【００３６】
　制御装置１０は、各エネルギー貯蔵装置３０の属性情報１１２（図５（ａ））や状態情
報１１３（図５（ｂ））に基づいて、蓄電池中給の制御管理対象のエネルギー貯蔵装置３
０群全体の最大調整総電力Ｗmaxを算出する。本実施形態では、さらに、蓄電池群におい



(9) JP 2018-161056 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

て所定の状態が起こりうる可能性（確率）を考慮して、蓄電池が調整力に提供する上限出
力（たとえば、αｎとする。）に所定の分担係数βｎ（分担係数βｎは１より小さい）を
乗じて、積分し、最大調整総電力Ｗmaxを下記の式（１）を用いて算出して、管理装置７
０に送信する。
　最大調整総電力Ｗmax＝Σ（βｎ×αｎ）　　　　　　・・・式（１）
　所定の状態とは、たとえば、蓄電池のＳＯＣ（State of charge）状態、温度、故障や
動作異常の発生状態等である。
【００３７】
　各蓄電池と制御装置１０との通信環境や蓄電池ごとの異常や故障などにより調整力とし
て使用できない蓄電池が発生した場合等には、最大調整総電力Ｗmaxの値が変わる。そこ
で、制御装置１０は、定期的または随時、最大調整総電力Ｗmaxの値を更新し、管理装置
７０に送信してよい。
【００３８】
　最適化処理部１０２において、初期のβｎの値は、各電池のＳＯＣ状態や、温度、故障
や動作異常の起こる可能性を想定し、十分な故障マージンを取って、最大調整総電力Ｗma
xの値がΣαｎの値より小さい値となるように設定される。制御装置１０が需給調整制御
を行っていく中で、最適化処理部１０２が、ある蓄電池の状態に応じてβｎを変更した場
合に、他の蓄電池の充放電分担の軽重（分担係数βｎ）の組み合わせを最適化することで
、Σ（βｎ×αｎ）の値としては、一定の値が維持されるように調整する。そのため、管
理装置７０から見れば、蓄電池群全体で保障している最大調整総電力Ｗmaxは信頼性が高
く、一定となっているように見えることになる。
【００３９】
　ＬＦＣ信号は、上述したように、蓄電池中給が担う蓄電池群全体の最大調整総電力Ｗma
x（たとえば、３００ｋＷ）に対する調整総電力Ｗsum（たとえば、２００ｋＷ）の割合（
たとえば、２００／３００＝０．６６）として規格化値ＬＦＣで与えられてもよい。たと
えば、ＬＦＣ信号は－１～１の範囲の値である。ＬＦＣ信号が１の場合、蓄電池群全体と
して３００ｋＷで充電し、ＬＦＣ信号が－１の場合、蓄電池群全体として３００ｋＷで放
電することを示している。
【００４０】
　上述したように、ＬＦＣ信号等の需給調整情報は、中央給電指令所の管理装置７０から
制御装置１０に定期的に（たとえば、４～５秒おきに）送信される。
　ＬＦＣ信号は、たとえば、信号が出力されたときのタイムスタンプ情報とともに送信さ
れてよい。このタイムスタンプの情報を用いて、エネルギー貯蔵装置３０を制御する需給
調整制御装置２０は、他の需給調整制御装置２０と互いに同期をとって制御を行うことが
できる。
【００４１】
　一方、各蓄電池は、その定格出力Ｂｎに対し、全てを需給調整に提供できる訳ではない
ため、需給調整に提供できる上限出力αｎを制御装置１０に各々送信する。また、各蓄電
池の状態、たとえば、ＳＯＣや温度等によってさらに出力を調整する必要が生じる場合も
ある。たとえば、空き容量が閾値未満の蓄電池や、温度が閾値以上の蓄電池等は、充電を
しないようにした方がよい場合もある。制御装置１０は、このような各蓄電池の状態を考
慮して、各蓄電池の状態情報１１３に基づいて、最適化を行い、各蓄電池の充放電の割り
当てを分担比率Ａｎとして決定する。最適化については後述する。
【００４２】
　本実施形態では、分担比率Ａｎは、制御装置１０が需給調整すべき調整総電力Ｗsumに
ついて、そのエネルギー貯蔵装置３０（蓄電池）が充放電すべき分担電力Ｄｎの比率で示
している。後述するように、エネルギー貯蔵装置３０の定格出力Ｂｎ（上限出力αｎおよ
び融通可能な出力を含む）を考慮した分担係数Ｋｎを用いてもよい。以下、分担比率Ａｎ
と分担係数Ｋｎを分担情報とも呼ぶ。上述した分担係数βｎと分担情報の関係については
後述する。
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【００４３】
　本実施形態の制御装置１０において、まず、最適化処理部１０２が、需給調整情報に基
づいて、各蓄電池が充放電すべき電力の分担比率Ａｎを決定し、次いで、算出部１０４が
分担比率Ａｎを用いて各蓄電池の充放電すべき分担電力Ｄｎを求める。
【００４４】
　分担電力Ｄｎを算出する際に用いられる需給調整情報と分担情報は、以下に例示される
が、これらに限定されない。ここでは、３つのパターンＡ、Ｂ、Ｃについて説明する。
【００４５】
　図１３に示すように、パターン毎に需給調整情報と分担情報が異なる。パターンＡでは
、需給調整情報として調整総電力Ｗsumを用い、かつ、分担情報を、最大調整総電力Ｗmax
に対する各蓄電池の分担電力Ｄｎの分担分を分担比率Ａｎ（ここで、Ａｎ＝（βｎ×αｎ
）／Ｗmax）とする。パターンＢでは、需給調整情報として調整総電力Ｗsumを用い、かつ
、各蓄電池の定格出力Ｂｎ（上限出力αｎおよび融通可能な出力を含む）を考慮して分担
情報として分担係数Ｋｎ（ここで、Ｋｎ＝βｎ）を求める。パターンＣでは、需給調整情
報として規格化値ＬＦＣを用い、かつ、各蓄電池の定格出力Ｂｎ（上限出力αｎおよび融
通可能な出力を含む）を考慮して分担情報として分担係数Ｋｎ（ここで、Ｋｎ＝βｎ）を
求める。
【００４６】
　上述したように最大調整総電力Ｗmaxの値は変わることがある。パターンＢでは、変更
された最大調整総電力Ｗmaxが制御装置１０から各エネルギー貯蔵装置３０に送信されて
もよい。パターンＣでは、制御装置１０が変更された最大調整総電力Ｗmaxを管理装置７
０に送信し、管理装置７０において、制御装置１０から受け取った最大調整総電力Ｗmax
が規格化値ＬＦＣの算出に用いられる。そして、算出された規格化値ＬＦＣが、管理装置
７０から制御装置１０に送信されてもよい。
【００４７】
　図１４は、後述する本実施形態の需給調整システム１の動作手順を示すフローチャート
（図１１）のステップＳ２０５で算出される分担情報と、ステップＳ２０７またはステッ
プＳ２１３で算出される分担電力の算出に用いられる情報または演算式を一覧にして示し
てある。なお、図１１のフローチャートの詳細については後述する。
【００４８】
（パターンＡ）
　図１４（ａ）に示すように、パターンＡでは、需給調整情報として調整総電力Ｗsumを
用い、エネルギー貯蔵装置３０の状態情報Ｓｎに基づいて、最大調整総電力Ｗmaxに対す
る各蓄電池の分担電力Ｄｎの分担比率Ａｎを求め、これを分担情報とする（ステップＳ２
０５）。
　また、各蓄電池の分担電力Ｄｎは、調整総電力Ｗsum×分担比率Ａｎで求められる（ス
テップＳ２０７、ステップＳ２１３）。このとき、各蓄電池の分担電力Ｄｎがその蓄電池
の上限出力αｎを超えていないことを確認する。超えている場合は、再度、分担比率Ａｎ
を調整する等の最適化処理を行う。
【００４９】
（パターンＢ）
　図１４（ｂ）に示すように、パターンＢでは、各蓄電池の分担係数Ｋｎを、各蓄電池の
定格出力Ｂｎ（上限出力αｎおよび融通可能な出力を含む充放電可能な電力）に対する最
大調整総電力Ｗmaxの比率で示し、これを分担情報とする。具体的には、以下の式（２）
を用いて、分担係数Ｋｎを算出してもよい（ステップＳ２０５）。
分担係数Ｋｎ＝分担比率Ａｎ×最大調整総電力Ｗmax／定格出力Ｂｎ　　・・式（２）
　また、各蓄電池の分担電力Ｄｎは、以下の式（３）を用いて算出されてもよい（ステッ
プＳ２０７、ステップＳ２１３）。
分担電力Ｄｎ＝調整総電力Ｗsum／最大調整総電力Ｗmax×分担係数Ｋｎ×定格出力Ｂｎ　
・・式（３）
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【００５０】
（パターンＣ）
　図１４（ｃ）に示すように、各蓄電池の分担係数Ｋｎを、各蓄電池の定格出力Ｂｎ（上
限出力αｎおよび融通可能な出力を含む）に対する最大調整総電力Ｗmaxの比率で示し、
これを分担情報とする。具体的には、上記の式（２）を用いて、分担係数Ｋｎを算出して
もよい（ステップＳ２０５）。
　各蓄電池の分担電力Ｄｎは、以下の式（４）を用いて算出されてもよい（ステップＳ２
０７、ステップＳ２１３）。
分担電力Ｄｎ＝規格化値ＬＦＣ×分担係数Ｋｎ×定格出力Ｂｎ　　・・式（４）
【００５１】
＜蓄電池群の最適化処理＞
　本実施形態の需給調整システム１は、各エネルギー貯蔵装置３０による電力の充電、放
電、および消費を制御することにより、電力系統の電力の需給バランスを調整するだけで
なく、不測の事態に対応するための蓄電池の予備の充放電容量を確保したり、発電装置６
０の出力のランプ変動に対応したりすることができる。
　以下、本実施形態の制御装置１０における、蓄電池（エネルギー貯蔵装置３０）の属性
および状態を考慮した最適化処理について説明する。
【００５２】
　図４は、本実施形態の制御装置１０の一部の構成を論理的に示す機能ブロック図である
。
　各エネルギー貯蔵装置３０の状態情報を定期的に取得する受信部１２０と、受信した状
態情報１１３を記憶する記憶装置１１０と、をさらに備える。
　受信部１２０は、ネットワーク５０を介して各エネルギー貯蔵装置３０から、エネルギ
ー貯蔵装置３０の状態を示す状態情報１１３を定期的に取得する。取得した状態情報１１
３は、記憶装置１１０に記憶される。
【００５３】
　図５は、本実施形態の制御装置１０がアクセス可能な記憶装置１１０のデータ構造の一
例を示す。
　受信部１２０がエネルギー貯蔵装置３０から取得する状態情報１１３は、図５（ｂ）に
示すように、たとえば、蓄電池の満充電や枯渇状態、ＳＯＣ（State of charge）、需給
調整に割り当て可能なＰＣＳの上限出力を示す値であり、具体的には、ＳＯＣ、空き容量
（Ｗｈ）、充電量（Ｗｈ）、上限出力（Ｗ）、上限容量（Ｗｈ）、需給調整へ融通可能出
力（Ｗ）、電圧、電流、温度、蓄エネ量、エラー情報等などを含む。なお、状態情報１１
３としては、これらの一部を含まなくてもよいし、その他の状態情報１１３がさらに取得
されて記憶されてもよい。
【００５４】
　受信部１２０は、最適化処理部１０２が分担電力Ｄｎまたは需給調整情報を送信する間
隔よりも長い間隔で、分担比率Ａｎの算出に用いるエネルギー貯蔵装置３０の状態情報を
受信する。
【００５５】
　エネルギー貯蔵装置３０の状態は、需給調整すべき調整総電力Ｗsumの変動の速さと比
較して変化速度は遅い。このため、受信部１２０が、各エネルギー貯蔵装置３０から状態
情報１１３を取得するタイミングは、たとえば、周期Ｔ１よりも長い、数分単位の周期Ｔ
２（本実施形態では、５分）とすることができる。
【００５６】
　本明細書において、「取得」とは、自装置が他の装置や記憶媒体に格納されているデー
タまたは情報を取りに行くこと（能動的な取得）、たとえば、他の装置にリクエストまた
は問い合わせして受信すること、他の装置や記憶媒体にアクセスして読み出すこと等、お
よび、自装置に他の装置から出力されるデータまたは情報を入力すること（受動的な取得
）、たとえば、配信（または、送信、プッシュ通知等）されるデータまたは情報を受信す
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ること等、の少なくともいずれか一方を含む。また、受信したデータまたは情報の中から
選択して取得すること、または、配信されたデータまたは情報を選択して受信することも
含む。
【００５７】
　さらに、受信部１２０は、管理装置７０から調整総電力Ｗsumおよび規格化値ＬＦＣの
少なくともいずれか一方を含む需給調整情報（たとえば、ＬＦＣ信号であり、ＬＦＣ信号
の送信形態は、上述したように＋１または－１のパルス信号を含んでもよく、どのような
形態でもかまわない。）を受信する。
【００５８】
　また、上述したように、規格化値ＬＦＣは、管理装置７０において、調整総電力Ｗsum
と最大調整総電力Ｗmaxを元に算出されて制御装置１０に送信されるが、制御装置１０に
おいて、管理装置７０から受信した調整総電力Ｗsumと、最大調整総電力Ｗmaxに基づいて
、規格化値ＬＦＣを算出してもよい。そして、パターンＢの場合に、最大調整総電力Ｗma
xをエネルギー貯蔵装置３０に送信せずに、制御装置１０で算出した規格化値ＬＦＣをエ
ネルギー貯蔵装置３０に送信してもよい。
【００５９】
　記憶装置１１０には、制御装置１０の管理対象となる複数のエネルギー貯蔵装置３０の
属性情報１１２が登録される。
【００６０】
　また、たとえば、図５（ａ）に示すようなエネルギー貯蔵装置３０各々の属性情報１１
２が、複数のエネルギー貯蔵装置３０各々を識別するエネルギー貯蔵装置ＩＤと、各エネ
ルギー貯蔵装置３０の種類と、各エネルギー貯蔵装置３０の定格出力Ｂｎ（Ｗ）と、各エ
ネルギー貯蔵装置３０の定格容量（Ｗｈ）と、需給調整へ融通可能な出力（Ｗ）と、各エ
ネルギー貯蔵装置３０を制御する需給調整制御装置２０のネットワーク５０上のアドレス
情報とが互いに対応付けられている。なお、属性情報１１２としては、これらの一部を含
まなくてもよいし、その他の属性情報１１２がさらに登録されてもよい。
【００６１】
　図５（ａ）に示す種類は、たとえば、蓄電池、ヒートポンプ給湯機等のように、エネル
ギーの蓄積手段等に応じた分類や、鉛蓄電池やリチウムイオン蓄電池等の電池の種類、更
に蓄電池の充放電応答特性などを示す。なお、管理対象として登録されるエネルギー貯蔵
装置３０が、一種類に限定される場合（例：リチウムイオン蓄電池のみ）、当該属性情報
の登録は不要である。
【００６２】
　最適化処理部１０２は、記憶装置１１０の状態情報１１３（図５（ｂ））を参照し、エ
ネルギー貯蔵装置３０の状態に基づいて、エネルギー貯蔵装置３０の蓄電池の満充電や枯
渇を防ぐように充電量が最適化されるように、分担比率Ａｎを算出する。
【００６３】
　分担比率Ａｎの算出方法は、様々考えられる（たとえば、本発明の発明者らの特許第５
８１１３０２号公報に記載されているように、蓄電池のＳＯＣに応じて算出してもよい。
）。
　また、上記に加えて、属性情報１１２（図５（ａ））を参照してもよいし、あるいは、
事前に各エネルギー貯蔵装置３０の属性情報１１２を取得していてもよい。
【００６４】
　また、最適化処理部１０２は、通信部１０６が分担電力Ｄｎまたは需給調整情報を送信
する間隔よりも長い間隔で、状態情報１１３に基づいてエネルギー貯蔵装置３０ごとの分
担比率Ａｎ（分担情報）を更新する。
【００６５】
　また、本発明では、エネルギー貯蔵装置３０の種類に応じて需給調整する電力の割り当
てを決定し、分担比率Ａｎにさらに重み付けとして用いてもよい。たとえば、大口需要家
蓄電池３６や小口需要家蓄電池３８等の蓄電池は、充放電量が不確定であり、緊急時など
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に必要な出力がえられなかったり、空き容量がなかったりする可能性がある。一方、アグ
リゲータ蓄電池３４等の蓄電池は、蓄電池の充放電制御は、需給調整制御装置２０によっ
て一定の水準が保たれるように制御されている。
【００６６】
　そこで、アグリゲータ蓄電池３４の方の分担電力の割り当てを大きくし、大口需要家蓄
電池３６や小口需要家蓄電池３８の分担電力の割り当ては、各蓄電池の上限出力（Ｗ）か
ら算出される利用可能な出力および容量を１００とした場合に８０程度と見なして、分配
比率の算出を行ってもよい。すなわち、属性情報１１２に予め登録されている小口需要家
蓄電池３８の蓄電池の上限出力や上限容量を０．８倍した値を用いて分配比率を算出する
。
【００６７】
　最適化処理部１０２は、複数のエネルギー貯蔵装置３０によって需給調整すべき調整総
電力Ｗsumに対する各エネルギー貯蔵装置３０の分担比率Ａｎを、エネルギー貯蔵装置３
０の状態情報１１３に基づいて、それぞれ算出する。このようにして算出された分担比率
Ａｎは、図６の分担比率情報１１４のようにエネルギー貯蔵装置３０毎に記憶装置１１０
に記憶してもよい。
【００６８】
　上述したように、各エネルギー貯蔵装置３０の状態情報は、周期Ｔ２で更新されるので
、最適化処理部１０２の処理のタイミングも周期Ｔ２に合わせて実行されるのが好ましい
。少なくともエネルギー貯蔵装置３０の状態情報が更新された後のタイミングで最適化処
理部１０２の算出処理は繰り返し実行される。
【００６９】
　算出部１０４は、需給調整情報と、少なくとも一つのエネルギー貯蔵装置３０の分担比
率Ａｎを用いて、少なくとも一つのエネルギー貯蔵装置３０における分担電力Ｄｎを算出
する。
　需給調整情報は、上述したように、調整総電力Ｗsumに関する情報であり、たとえば、
ＬＦＣ信号である。本実施形態では、需給調整情報が、管理装置７０から制御装置１０に
ＬＦＣ信号（この例では、－１～１の規格化値ＬＦＣ）として配信される。算出部１０４
は、受信部１２０が管理装置７０から受信したＬＦＣ信号を、分担電力Ｄｎの算出に用い
る。算出部１０４の算出処理のタイミングは周期Ｔ１に合わせて実行されるのが好ましい
。少なくとも管理装置７０からＬＦＣ信号を受信した後のタイミングで算出部１０４の算
出処理は繰り返し実行される。このとき、各エネルギー貯蔵装置３０の分担比率Ａｎは、
周期Ｔ２おきに更新されるので、分担比率Ａｎが更新されるまでの間は同じ分担比率Ａｎ
を用いた算出処理が周期Ｔ１で行われる。
【００７０】
　このように、本実施形態では、最適化処理部１０２は、周期Ｔ２（約５分）でエネルギ
ー貯蔵装置３０の状態情報１１３（ＳＯＣ、温度、上限出力など）に基づいて各エネルギ
ー貯蔵装置３０の分担比率Ａｎを更新する。
　周期Ｔ１でＬＦＣ信号等の需給調整情報を受信すると、算出部１０４は周期Ｔ１ごとに
需給調整情報と分担比率Ａｎと各エネルギー貯蔵装置３０の定格出力Ｂｎ（上限出力およ
び融通可能な出力を含む）に基づいて、各エネルギー貯蔵装置３０における分担電力Ｄｎ
（ＷまたはＷｈ）を算出する。
【００７１】
　なお、分担比率Ａｎの更新頻度（周期Ｔ２）は、需給調整情報の更新頻度（周期Ｔ１）
より低いので、算出部１０４では、周期Ｔ２で分担比率Ａｎが更新されるまでの間は同じ
分担比率Ａｎを用いて、分担比率Ａｎと需給調整情報と各エネルギー貯蔵装置３０の定格
出力Ｂｎに基づいて分担電力Ｄｎを算出する処理が周期Ｔ１で行われる。
【００７２】
　通信部１０６は、算出結果である分担電力Ｄｎを対応するエネルギー貯蔵装置３０にネ
ットワーク５０を介して送信する。通信部１０６は、種別情報２１２を参照し、各エネル
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ギー貯蔵装置３０のアドレスを取得し、送信することができる。通信部１０６による送信
処理のタイミングは、周期Ｔ１に合わせて実行されるのが好ましい。算出部１０４により
算出結果（分担電力Ｄｎ）が得られた後のタイミングで通信部１０６の送信処理は繰り返
し実行される。
【００７３】
　図７は、本発明の実施の形態に係る各装置（制御装置１０、需給調整制御装置２０、エ
ネルギー貯蔵装置３０、発電装置６０、管理装置７０）を実現するコンピュータ８０の構
成の一例を示す図である。
　本実施形態のコンピュータ８０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）８２、メモリ
８４、メモリ８４にロードされた各装置の構成要素（各ユニット）を実現するプログラム
９０、そのプログラム９０を格納するストレージ８５、Ｉ／Ｏ（Input/Output）８６、お
よびネットワーク接続用インタフェース（通信Ｉ／Ｆ８７）を備える。
【００７４】
　ＣＰＵ８２、メモリ８４、ストレージ８５、Ｉ／Ｏ８６、通信Ｉ／Ｆ８７は、バス８９
を介して互いに接続され、ＣＰＵ８２により各装置全体が制御される。ただし、ＣＰＵ８
２などを互いに接続する方法は、バス接続に限定されない。
【００７５】
　メモリ８４は、ＲＡＭ（Random Access Memory）やＲＯＭ（Read Only Memory）などの
メモリである。ストレージ８５は、ハードディスク、ＳＳＤ（Solid State Drive）、ま
たはメモリカードなどの記憶装置である。
【００７６】
　ストレージ８５は、ＲＡＭやＲＯＭなどのメモリであってもよい。ストレージ８５は、
コンピュータ８０の内部に設けられてもよいし、コンピュータ８０がアクセス可能であれ
ば、コンピュータ８０の外部に設けられ、コンピュータ８０と有線または無線で接続され
てもよい。あるいは、コンピュータ８０に着脱可能に設けられてもよい。
【００７７】
　ＣＰＵ８２が、ストレージ８５に記憶されるプログラム９０をメモリ８４に読み出して
実行することにより、各装置の各ユニットの各機能を実現することができる。
【００７８】
　Ｉ／Ｏ８６は、コンピュータ８０と他の入出力装置間のデータおよび制御信号の入出力
制御を行う。他の入出力装置とは、たとえば、コンピュータ８０に接続されるキーボード
、タッチパネル、マウス、およびマイクロフォン等の入力装置（不図示）と、ディスプレ
イ、プリンタ、およびスピーカ等の出力装置（不図示）と、これらの入出力装置とコンピ
ュータ８０のインタフェースとを含む。さらに、Ｉ／Ｏ８６は、他の記録媒体の読み取り
または書き込み装置（不図示）とのデータの入出力制御を行ってもよい。
【００７９】
　通信Ｉ／Ｆ８７は、コンピュータ８０と外部の装置との通信を行うためのネットワーク
接続用インタフェースである。通信Ｉ／Ｆ８７は、有線回線と接続するためのネットワー
クインタフェースでもよいし、無線回線と接続するためのネットワークインタフェースで
もよい。たとえば、制御装置１０を実現するコンピュータ８０は、通信Ｉ／Ｆ８７により
ネットワーク５０を介して需給調整制御装置２０と接続される。
【００８０】
　本実施形態の各装置の各構成要素は、図７のコンピュータ８０のハードウェアとソフト
ウェアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、装置にはいろいろな
変形例があることは、当業者には理解されるところである。以下説明する各実施形態の制
御装置を示す機能ブロック図は、ハードウェア単位の構成ではなく、論理的な機能単位の
ブロックを示している。
【００８１】
　また、各装置は、複数のコンピュータ８０により構成されてもよいし、仮想サーバによ
り実現されてもよい。
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【００８２】
　本実施形態のコンピュータプログラム９０は、本実施形態の制御装置１０を実現させる
ためのコンピュータ８０に、複数のエネルギー貯蔵装置３０によって需給調整される調整
総電力Ｗsumに対する各エネルギー貯蔵装置の分担比率Ａｎを、当該エネルギー貯蔵装置
３０の状態情報１１３に基づいて、算出する手順、複数のエネルギー貯蔵装置３０におけ
る調整総電力Ｗsumに関する需給調整情報と、少なくとも一つのエネルギー貯蔵装置３０
の分担比率Ａｎを用いて、少なくとも一つのエネルギー貯蔵装置３０における分担電力Ｄ
ｎを算出する手順、当該分担電力Ｄｎを、対応するエネルギー貯蔵装置３０に送信する手
順、を実行させるように記述されている。
【００８３】
　本実施形態のコンピュータプログラム９０は、コンピュータ８０で読み取り可能な記録
媒体に記録されてもよい。記録媒体は特に限定されず、様々な形態のものが考えられる。
また、プログラム９０は、記録媒体からコンピュータ８０のメモリ８４にロードされても
よいし、ネットワークを通じてコンピュータ８０にダウンロードされ、メモリ８４にロー
ドされてもよい。
【００８４】
　コンピュータプログラム９０を記録する記録媒体は、非一時的な有形のコンピュータ８
０が使用可能な媒体を含み、その媒体に、コンピュータ８０が読み取り可能なプログラム
コードが埋め込まれる。コンピュータプログラム９０が、コンピュータ８０上で実行され
たとき、コンピュータ８０に、制御装置１０を実現する以下の制御方法を実行させる。
【００８５】
　このように構成された本実施形態の制御装置１０の制御方法について、以下説明する。
　図８は、本実施形態の制御装置１０の動作の一例を示すフローチャートである。
　本発明の実施の形態に係る制御方法は、制御装置１０の制御方法であり、制御装置１０
を実現するコンピュータ８０により実行される制御方法である。
　本実施形態の制御方法は、制御装置１０が、複数のエネルギー貯蔵装置３０によって需
給調整される調整総電力Ｗsumに対する各エネルギー貯蔵装置の分担比率Ａｎを、当該エ
ネルギー貯蔵装置３０の状態情報１１３に基づいて、それぞれ算出し（ステップＳ１０１
）、複数のエネルギー貯蔵装置３０における調整総電力Ｗsumに関する需給調整情報と、
エネルギー貯蔵装置３０の分担比率Ａｎを用いて、エネルギー貯蔵装置３０における分担
電力Ｄｎを算出し（ステップＳ１０３）、分担電力Ｄｎを、対応するエネルギー貯蔵装置
３０に送信する（ステップＳ１０５）、ことを含む。
【００８６】
　より詳細には、最適化処理部１０２が、複数のエネルギー貯蔵装置３０によって需給調
整すべき総電力に対する各エネルギー貯蔵装置３０の分担比率Ａｎを、エネルギー貯蔵装
置３０の状態情報１１３に基づいて、それぞれ算出する（ステップＳ１０１）。
　このとき、まず、最適化処理部１０２は、受信部１２０が取得した各エネルギー貯蔵装
置３０の状態情報１１３を用いて分担比率Ａｎを算出する。上述したように、本実施形態
では、さらに、最適化処理部１０２は、各エネルギー貯蔵装置３０の属性情報１１２を参
照し、属性値も用いて分担比率Ａｎを算出してもよい。
【００８７】
　そして、算出部１０４が、調整総電力Ｗsumに関する需給調整情報と、エネルギー貯蔵
装置３０の分担比率Ａｎを用いて、エネルギー貯蔵装置３０における分担電力Ｄｎを算出
する（ステップＳ１０３）。そして、通信部１０６が、算出結果である分担電力Ｄｎを、
対応するエネルギー貯蔵装置３０に送信する（ステップＳ１０５）。
【００８８】
　各エネルギー貯蔵装置３０の需給調整制御装置２０では、制御装置１０から受信した分
担電力Ｄｎに基づいて、エネルギー貯蔵装置３０の蓄電池の充放電の制御を行うこととな
る。本実施形態では、各エネルギー貯蔵装置３０は、たとえば、周期Ｔ１よりも短い周期
Ｔ０で、エネルギー貯蔵装置３０の蓄電池の充放電を制御する。したがって、周期Ｔ１の
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間は、需給調整制御装置２０は、同じ調整総電力Ｗsumに関する需給調整情報を用いてエ
ネルギー貯蔵装置３０の制御を周期Ｔ０で繰り返し行う。
【００８９】
　このように、本実施形態では、ステップＳ１０１で、最適化処理部１０２が、周期Ｔ２
（約５分）でエネルギー貯蔵装置３０の状態情報（ＳＯＣや温度や上限出力など）に基づ
いて各エネルギー貯蔵装置３０の分担比率Ａｎを更新する。
　そして、周期Ｔ１でＬＦＣ信号などの需給調整情報を受信すると、ステップＳ１０３で
、算出部１０４は周期Ｔ１ごとに需給調整情報と分担比率Ａｎとに基づいて、各エネルギ
ー貯蔵装置における分担電力Ｄｎ（ＷまたはＷｈ）をそれぞれ算出する。
　なお、ステップＳ１０３では、算出部１０４が、周期Ｔ２で分担比率Ａｎが更新される
までの間は同じ分担比率Ａｎを用いて、分担比率Ａｎと需給調整情報とに基づいて分担電
力Ｄｎを算出する処理を周期Ｔ１で繰り返し行う。
【００９０】
　以上説明したように、本実施形態の制御装置１０において、最適化処理部１０２により
、各エネルギー貯蔵装置３０の分担比率Ａｎが、エネルギー貯蔵装置３０の状態情報１１
３に基づいて、それぞれ算出され、算出部１０４により、ＬＦＣ信号などの需給調整情報
と分担比率Ａｎを用いて分担電力Ｄｎが算出される。そして、通信部１０６により分担電
力Ｄｎが対応するエネルギー貯蔵装置３０に送信される。
【００９１】
　このように、本実施形態の制御装置１０によれば、制御装置１０（たとえば、クラウド
サーバ）が、各エネルギー貯蔵装置３０の分担電力Ｄｎを算出して各エネルギー貯蔵装置
３０に送信するので、エネルギー貯蔵装置３０の需給調整制御装置２０の性能が低い場合
であっても、ＬＦＣ信号が送信される周期Ｔ１で、分担電力Ｄｎを取得でき、エネルギー
貯蔵装置３０の充放電の制御を精度よく実行することが可能になる。
【００９２】
　通信部１０６により周期Ｔ１で分担電力Ｄｎが送信されるので、ＣＰＵの性能が低く、
最適化処理部１０２や算出部１０４による算出処理等を速く実行できない需給調整制御装
置２０により制御されるエネルギー貯蔵装置３０についても、ＬＦＣ信号の受信タイミン
グ（周期Ｔ１）で更新される分担電力Ｄｎを用いて、充放電制御を実行できることになる
。様々なエネルギー貯蔵装置３０が混在する需給調整システム１において、電力系統内の
エネルギー貯蔵装置３０の需給調整を統合的に効率よく行える。
【００９３】
（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る制御装置について、以下説明する。
　図９は、本発明の第２の実施の形態に係る制御装置２００の論理的な構成を示す機能ブ
ロック図である。
　本実施形態の制御装置２００は、分担電力Ｄｎの算出処理を制御装置２００が行うか、
需給調整制御装置２０が行うかを、需給調整制御装置２０の性能や機能（対応している信
号やプロトコル、担える機能等）に応じて変える構成を有する点で、上記実施形態の制御
装置１０と相違する。
【００９４】
　本実施形態の制御装置２００は、最適化処理部１０２と、算出部１０４と、受信部１２
０と、通信部２０６と、を備える。さらに、制御装置２００は、記憶装置２１０にアクセ
ス可能に接続される。記憶装置２１０は、制御装置２００に含まれてもよいし、外部の装
置であってもよい。
　最適化処理部１０２と、算出部１０４と、受信部１２０は、上記実施形態と同様である
。通信部２０６は、上記実施形態の通信部１０６と同様な機能を有するとともに、さらに
、本実施形態の機能を有する。
【００９５】
　本実施形態の制御装置２００において、複数のエネルギー貯蔵装置３０には、算出結果
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である分担電力Ｄｎを送信すべき第１のエネルギー貯蔵装置３０ａ（例：アグリゲータ蓄
電池３４）と、算出結果である分担電力Ｄｎの代わりに需給調整情報および、当該エネル
ギー貯蔵装置３０が分担すべき分担電力Ｄｎを特定する分担情報を送信すべき第２のエネ
ルギー貯蔵装置３０ｂ（例：大口需要家蓄電池３６、小口需要家蓄電池３８）とが含まれ
ている。
　通信部２０６は、第１のエネルギー貯蔵装置３０ａには算出結果（分担電力Ｄｎ）を送
信し、第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂには分担情報および需給調整情報を送信する。
【００９６】
　本実施形態では、需給調整情報としてＬＦＣ信号を用い、分担情報として分担係数Ｋｎ
を用いる。
　制御装置２００の受信部１２０がＬＦＣ信号を受信すると、受信したＬＦＣ信号を第２
のエネルギー貯蔵装置３０ｂに転送する。
【００９７】
　図１３および図１４を用いて上述したように、３つのパターンで需給調整情報と分担情
報の組み合わせが考えられる。上記はパターンＣの場合である。また、パターンＡの場合
、需給調整情報として、調整総電力Ｗsumを用い、分担情報として分担比率Ａｎを用いる
。制御装置２００の受信部１２０が調整総電力Ｗsumを受信すると、調整総電力Ｗsumを第
２のエネルギー貯蔵装置３０ｂに転送する。
　また、パターンＢの場合、需給調整情報として、調整総電力Ｗsumを用い、分担情報と
して分担係数Ｋｎを用いる。制御装置２００の受信部１２０が調整総電力Ｗsumを受信す
ると、調整総電力Ｗsumを第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂに転送する。また、制御装置
２００の受信部１２０は、第２のエネルギー貯蔵装置３０に最大調整総電力Ｗmaxを事前
に送信しておく。
【００９８】
　通信部２０６は、それぞれのエネルギー貯蔵装置３０との通信品質に基づいて、分担電
力Ｄｎを送信する第１のエネルギー貯蔵装置３０ａと分担情報および需給調整情報を送信
する第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂとを区別して送信する。
　たとえば、通信部２０６は、専用回線で通信しているエネルギー貯蔵装置３０を第１の
エネルギー貯蔵装置３０ａとする。
【００９９】
　また、通信部２０６は、それぞれのエネルギー貯蔵装置３０の定格容量の大きさに基づ
いて、分担電力Ｄｎを送信する第１のエネルギー貯蔵装置３０ａと分担情報および需給調
整情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂとを区別して送信する。
　たとえば、通信部２０６は、コンテナ型の大型蓄電池（たとえば、アグリゲータ蓄電池
３４）を第１のエネルギー貯蔵装置３０ａとする。
【０１００】
　あるいは、通信部２０６は、それぞれのエネルギー貯蔵装置３０における需給調整制御
装置２０の性能の高さに基づいて、分担電力Ｄｎを送信する第１のエネルギー貯蔵装置３
０ａと分担情報および需給調整情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂとを区別
して送信する。
　たとえば、通信部２０６は、需給調整制御装置２０において対応可能なプロトコルやサ
ービスの数に基づいて、分担電力Ｄｎを送信する第１のエネルギー貯蔵装置３０ａと分担
情報および需給調整情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂとを区別して送信す
る。
【０１０１】
　また、本実施形態において、通信部２０６は、さらに、受信部１２０が受信した需給調
整情報（たとえば、ＬＦＣ信号）（以下、本実施形態では、規格化値ＬＦＣとする）を、
全ての需給調整制御装置２０にブロードキャストで転送する。ＬＦＣ信号の転送タイミン
グは、受信タイミングと同じでよく、周期Ｔ１で実行されてよい。また、通信部２０６が
分担情報（分担比率Ａｎ、または分担係数Ｋｎ、本実施形態では、需給調整情報として規
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格化値ＬＦＣを用いるので、分担情報は分担係数Ｋｎとなる）を送信するタイミングは、
分担情報が算出される周期Ｔ２か、分担情報の算出処理にかかる時間がＴ２以上の場合は
、周期Ｔ３（≧Ｔ２）でもよい。Ｔ３の時間は、たとえば、十数分であり、１５分等であ
る。このように、通信部２０６は、カテゴリＣ２の第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂに対
して、分担情報を需給調整情報（たとえば、ＬＦＣ信号）よりも長い間隔で送信する。
【０１０２】
　なお、本実施形態において、最適化処理部１０２は、通信部２０６が分担電力Ｄｎを送
信する間隔よりも長い間隔で、第１のエネルギー貯蔵装置３０ａの状態に基づいて分担情
報を更新する。
　さらに、算出部１０４は、最適化処理部１０２で分担情報が更新されるまで同じ分担情
報と需給調整情報とに基づいて、第１のエネルギー貯蔵装置３０ａにおける分担電力Ｄｎ
を算出する。
【０１０３】
　一方、需給調整制御装置２０側では、周期Ｔ２（またはＴ３）で受信した分担情報と、
周期Ｔ１で受信した需給調整情報を用いて、周期Ｔ１で分担電力Ｄｎを算出し、周期Ｔ０
で蓄電池の充放電制御を行う。
【０１０４】
　本実施形態において、記憶装置２１０は、複数のエネルギー貯蔵装置３０を識別する貯
蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情報に対応するエネルギー貯蔵装置３０が第１のエ
ネルギー貯蔵装置３０ａか第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂかを識別する種別識別情報に
対応付けて記憶している。
　通信部２０６は、記憶装置２１０に記憶されている情報を用いて、第１のエネルギー貯
蔵装置３０ａと第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂを区別して送信する。
　なお、貯蔵装置識別情報として、制御装置とエネルギー貯蔵装置間の通信線の通信品質
や、通信線が専用線か否かや、エネルギー貯蔵装置の定格容量の値や、エネルギー貯蔵装
置の形態としてコンテナ型か否かや、需給調整制御装置の性能の高さや、需給調整制御装
置が対応するプロトコルやサービス数を用いてもよい。
【０１０５】
　図１０は、本実施形態の記憶装置２１０のデータ構造の例を示す図である。
　たとえば、本実施形態では、第１のエネルギー貯蔵装置３０ａをカテゴリＣ１に、第２
のエネルギー貯蔵装置３０ｂをカテゴリＣ２に属するものとそれぞれ定義する。ここでは
、カテゴリＣ１とカテゴリＣ２を識別する種別識別情報を「Ｃ１」と「Ｃ２」とする。
【０１０６】
　ここで、カテゴリＣ１の第１のエネルギー貯蔵装置３０ａは、たとえば、アグリゲータ
蓄電池３４であり（図１参照）、算出結果である分担電力Ｄｎを用いて需給調整制御を行
う蓄電池である。カテゴリＣ２の第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂは、たとえば、大口需
要家蓄電池３６、小口需要家蓄電池３８であり（図１参照）、分担比率と、需給調整情報
を用いて需給調整制御装置２０が分担電力Ｄｎを算出して、需給調整制御を行う蓄電池で
ある。
【０１０７】
　なお、本実施形態では、カテゴリを２つとしているが、これに限定されない。たとえば
、大口需要家蓄電池３６と小口需要家蓄電池３８のカテゴリを分けてもよい。この場合は
、カテゴリ毎に、送信対象となる情報を別途定めておけばよい。
【０１０８】
　図１０（ａ）の例では、種別情報２１２は、エネルギー貯蔵装置３０を識別する貯蔵装
置識別情報に、各制御装置２００がどちらのカテゴリに属するかを識別する種別識別情報
が対応付けて記憶されている。
　図１０（ｂ）の例のように、カテゴリＣ１に属する第１のエネルギー貯蔵装置３０ａを
リストアップした第１のテーブル２１４ａと、カテゴリＣ２に属する第２のエネルギー貯
蔵装置３０ｂをリストアップした第２のテーブル２１４ｂとしてもよい。
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【０１０９】
　通信部２０６は、種別情報２１２または各テーブル２１４ａまたは２１４ｂを参照し、
少なくとも一つのエネルギー貯蔵装置３０を対応する情報の送信宛先として選択する。図
１０の例では、種別情報２１２または各テーブル２１４ａまたは２１４ｂには、エネルギ
ー貯蔵装置３０のアドレスは対応付けられていないので、通信部２０６は、属性情報１１
２を参照し、各エネルギー貯蔵装置３０のアドレスを取得して対応する情報を送信する。
　他の例では、種別情報２１２または各テーブル２１４ａまたは２１４ｂにおいて、各エ
ネルギー貯蔵装置３０のアドレス情報をさらに対応付けて記憶してもよい。
【０１１０】
　上記例では、通信部２０６が、アグリゲータ側蓄電池（たとえば、アグリゲータ蓄電池
３４）か、需要家側蓄電池（たとえば、大口需要家蓄電池３６と小口需要家蓄電池３８）
かを区別して送信する処理を行っている。しかし、他の例では、通信部２０６が行う処理
のうち、蓄電池を区別する部分の処理を行う監視部（不図示）を、制御装置２００がさら
に備えてもよい。
【０１１１】
　すなわち、第１のエネルギー貯蔵装置３０ａと第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂを区別
する処理は、通信部２０６が行ってもよいし、別途設けた監視部が行ってもよい。
　通信部２０６が区別する処理を行う場合、通信部２０６が区別して送信する。また、監
視部が区別する処理を行う場合、監視部が区別し、送信部２０６は監視部による区別に従
って送信する。
【０１１２】
　また、蓄電池を区別する処理においては、以下に例示される情報に基づいて行うことが
できるが、これらに限定されない。以下は複数組み合わせてよい。
（ｂ１）蓄電池ＰＣＳの定格出力の大きさ
　例えば、定格出力が第１所定値以上の場合、アグリゲータ側蓄電池と判定し、定格出力
が第２所定値以下の場合、需要家側蓄電池と判定する。（ここで、第１所定値≧第２所定
値とする。）
（ｂ２）蓄電池のオーナー情報
　オーナー情報は、蓄電池のオーナーが電力会社か需要家を示す情報を含む。オーナー情
報が電力会社を示す場合にアグリゲータ側蓄電池と判定し、オーナー情報が需要家を示す
場合、需要家側蓄電池と判定する。
（ｂ３）蓄電池の置かれている場所
　場所の情報は、蓄電池の設置されている位置情報（住所、緯度経度、ＧＰＳ（Global P
ositioning System）で計測された情報等）、あるいは、変電所内か、変電所外か、また
は需要家宅か等を示す情報を含む。例えば、変電所の場所を示す位置情報を予め登録して
おき、蓄電池の設置場所が登録済みの変電所の敷地内の場合にアグリゲータ側蓄電池と判
定する。変電所の敷地外の場合は、需要家側蓄電池と判定する。あるいは、需要家宅の住
所を予め登録しておき、蓄電池の設置場所が需要家宅の住所を示す場合は、需要家側蓄電
池と判定してもよい。
（ｂ４）需給調整制御装置や蓄電池のメーカ（または販売会社）の情報および型番
　アグリゲータ側蓄電池のメーカ情報や型番を予め登録しておき、登録情報に基づき判定
する。需給調整制御装置についても同様にアグリゲータ側蓄電池に対応しているメーカ情
報や型番を予め登録しておき、登録情報に基づき判定する。
（ｂ５）蓄電池の設置形態
　設置形態は、例えば、レンタルで設置されたものか、または購買したものかを示す情報
を含む。アグリゲータ側蓄電池および需要家側蓄電池の少なくともいずれか一方の設置形
態を予め登録しておき、登録情報に基づき判定する。例えば、レンタルで設置されたもの
は、アグリゲータ側蓄電池と判定し、購買したものは需要家側蓄電池と判定する。
（ｂ６）蓄電池の種類
　種類を示す情報は、例えば、蓄電池が、レドックスフロー電池、ナトリウム・硫黄電池
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（ＮＡＳ）、ニッケル水素蓄電池、リチウムイオン二次電池（lithium-ion rechargeable
 battery：Lib）、電気自動車（Electric Vehicle：EV）の少なくともいずれであるかを
示す情報を用いることができる。アグリゲータ側蓄電池および需要家側蓄電池の種類を予
め登録しておき、登録情報に基づき判定する。例えば、レドックスフローやＮＡＳ、ニッ
ケル水素蓄電池はアグリゲータ側蓄電池と判定し、ＥＶは需要家側蓄電池と判定する。ま
た、リチウムイオン二次電池については、さらに、容量に応じて判定してもよい。容量が
第１所定値以上の場合、アグリゲータ側蓄電池と判定し、容量が第２所定値以下の場合、
需要家側蓄電池と判定してもよい。（ここで、第１所定値≧第２所定値）
（ｂ７）蓄電池のディストリビュータの情報
　ディストリビュータとは、蓄電池を所有し、需要家に貸し出して設置する事業者をいう
。蓄電池の利用権契約の有無を示す情報や、ディストリビュータを示す情報を予め登録し
ておき、登録情報に基づき判定する。例えば、需要家側蓄電池のディストリビュータの情
報を予め登録しておき、判定する。
（ｂ８）対応する制御方式の情報
　制御方式の情報は、例えば、集中制御か、階層協調制御かを示す情報を含む。集中制御
の場合、アグリゲータ側蓄電池と判定し、階層協調制御の場合、需要家側蓄電池と判定す
る。
【０１１３】
　上記の各情報は、記憶装置１１０に、例えば、エネルギー貯蔵装置３０（蓄電池）の属
性情報１１２または状態情報１１３として登録されてもよく、監視部または通信部２０６
は属性情報１１２または状態情報１１３を参照して各情報を取得することができる。また
、属性情報１１２または状態情報１１３とは別の情報として登録されてもよい。また、定
格出力や設置場所等については、随時または定期的に収集された蓄電池のそのときの情報
を用いて判定してもよい。
【０１１４】
　本実施形態において、コンピュータ８０のＣＰＵ８２が、ストレージ８５に記憶される
プログラム９０をメモリ８４に読み出して実行することにより、制御装置２００の各機能
を実現することができる。
　このコンピュータプログラム９０は、コンピュータ８０により実行されたとき、コンピ
ュータ８０に、制御装置２００上で、その制御方法を実施させるコンピュータプログラム
コードを含む。
【０１１５】
　本実施形態のコンピュータプログラム９０は、本実施形態の制御装置２００を実現させ
るためのコンピュータ８０に、第１のエネルギー貯蔵装置３０ａには算出結果である分担
電力Ｄｎを送信し、第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂには分担比率および需給調整情報を
送信する手順、を実行させるように記述されている。
【０１１６】
　このように構成された本実施形態の制御装置２００の制御方法について、以下説明する
。
　図１１は、本実施形態の需給調整システム１の各装置の処理の流れの一例を示すシーケ
ンス図である。
　本発明の実施の形態に係る制御方法は、制御装置２００の制御方法であり、制御装置２
００を実現するコンピュータ８０により実行される制御方法である。
　本実施形態の制御方法は、制御装置２００が、第１のエネルギー貯蔵装置３０ａには算
出結果である分担電力Ｄｎを送信し、第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂには分担情報およ
び需給調整情報を送信することを含む。
【０１１７】
　より詳細には、まず、管理装置７０が、周期Ｔ１で、需給調整情報を定期的に制御装置
２００に送信する（ステップＳ２０１）。この需給調整情報は、制御装置２００の受信部
１２０が受信し、そのまま各エネルギー貯蔵装置３０ｂにネットワーク５０を介して転送
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される。なお、本図では、エネルギー貯蔵装置３０ａ、３０ｂとしているが、実際には、
各エネルギー貯蔵装置３０ａ、３０ｂを制御する需給調整制御装置２０における処理を示
している。
【０１１８】
　通信部２０６は、需給調整情報を、たとえば、ネットワーク５０上の複数のエネルギー
貯蔵装置３０に対し、ブロードキャストで一斉に配信してもよい。
　そして、制御装置２００は、さらに、周期Ｔ２で、各エネルギー貯蔵装置３０からネッ
トワーク５０を介して状態情報Ｓｎを定期的に取得する（ステップＳ２０３）。
【０１１９】
　そして、制御装置２００において、受信部１２０が、各エネルギー貯蔵装置３０から状
態情報Ｓｎを受信し、受信した状態情報Ｓｎは、記憶装置２１０に記憶される。
　そして、制御装置２００において、最適化処理部１０２が、需給調整情報と、エネルギ
ー貯蔵装置３０の状態情報Ｓｎに基づいて、分担情報を周期Ｔ２（またはＴ３）で定期的
に算出する（ステップＳ２０５）。ここで算出された分担情報は、カテゴリＣ２（第２の
エネルギー貯蔵装置３０ｂ（例：大口需要家蓄電池３６、小口需要家蓄電池３８））と判
別されたエネルギー貯蔵装置３０に後で（ステップＳ２１１）で送信される。
【０１２０】
　そして、制御装置２００において、算出部１０４が、需給調整情報と、分担情報を用い
て分担電力Ｄｎを算出する（ステップＳ２０７）。ここで算出された分担電力Ｄｎは、カ
テゴリＣ１（第１のエネルギー貯蔵装置３０ａ（例：アグリゲータ蓄電池３４））と判別
されたエネルギー貯蔵装置３０に後で（ステップＳ２１７）送信される。このステップＳ
２０７の算出処理は、周期Ｔ１で繰り返し行われる。そして、通信部２０６は、記憶装置
２１０にアクセスし、種別情報２１２を参照し、各エネルギー貯蔵装置３０の種別（カテ
ゴリ）を判別する（ステップＳ２０９）。
【０１２１】
　図１２は、本実施形態の制御装置２００が管理している複数の蓄電池の需給調整情報２
２０の一例を示している。需給調整情報２２０は、記憶装置２１０に記憶される。各電池
の定格出力Ｂｎ（または、上限出力や融通可能な出力）は、予め属性情報１１２に登録さ
れている。各蓄電池に割り当てられた分担情報（この例では、分担比率Ａｎ）を、各蓄電
池の定格出力Ｂｎ（上限出力および融通可能な出力を含む）に乗算して、各蓄電池に割り
当てられた分担出力Ｃｎの最大値が求められる。算出部１０４により算出される各蓄電池
の分担電力Ｄｎの値は、需給調整情報で示される需給調整量によって異なるので、ここで
は図示していない。
【０１２２】
　カテゴリＣ２（第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂ）と判別されたエネルギー貯蔵装置３
０には、通信部２０６は、ステップＳ２０５で算出された分担比率Ａｎを送信する（ステ
ップＳ２１１）。そして、カテゴリＣ２の第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂでは、ステッ
プＳ２０１で受信した需給調整情報と、ステップＳ２１１で受信した分担情報を用いて電
力の分担電力Ｄｎを算出する（ステップＳ２１３）。この算出処理は、周期Ｔ１で需給調
整情報を受信するたびに繰り返し実行される。第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂは、周期
Ｔ２で分担情報を受信するまでの間は同じ分担情報を用いて、分担情報と需給調整情報と
に基づいて分担電力Ｄｎを算出する処理が周期Ｔ１で行われる。そして、算出された分担
電力Ｄｎに基づいて、周期Ｔ０でエネルギー貯蔵装置３０の蓄電池の充放電制御を行う（
ステップＳ２１５）。
【０１２３】
　カテゴリＣ１（第１のエネルギー貯蔵装置３０ａ）と判別されたエネルギー貯蔵装置３
０には、通信部２０６は、ステップＳ２０７で算出された電力の分担電力Ｄｎを送信する
（ステップＳ２１７）。この送信処理は、周期Ｔ１で実行される。そして、カテゴリＣ１
の第１のエネルギー貯蔵装置３０ａでは、受信した分担電力Ｄｎに基づいて、周期Ｔ０で
エネルギー貯蔵装置３０の蓄電池の充放電制御を行う（ステップＳ２１９）。
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【０１２４】
　このように、本実施形態では、ステップＳ２０５において、制御装置２００の最適化処
理部１０２が、周期Ｔ２（約５分）（またはＴ３）でエネルギー貯蔵装置３０の状態情報
Ｓｎ（ＳＯＣや定格出力や定格容量など）に基づいて、カテゴリＣ２（第２のエネルギー
貯蔵装置３０ｂ）と判別された各エネルギー貯蔵装置３０の分担情報を更新する。
　ステップＳ２０１で、制御装置２００の受信部１２０が、周期Ｔ１で需給調整情報を受
信すると、算出部１０４は周期Ｔ１ごとに需給調整情報と分担情報とに基づいて、カテゴ
リＣ１（第１のエネルギー貯蔵装置３０ａ）と判別された各エネルギー貯蔵装置における
分担電力Ｄｎ（ＷまたはＷｈ）を算出する（ステップＳ２０７）。
　なお、カテゴリＣ２（第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂ）と判別された各エネルギー貯
蔵装置３０では、周期Ｔ２で分担情報が更新されるまでの間は同じ分担情報を用いて、分
担情報と需給調整情報とに基づいて分担電力Ｄｎを算出する処理が周期Ｔ１で行われる（
ステップＳ２１３）。
【０１２５】
　以下、図１３～図１５を用いて、本実施形態の需給調整システム１の演算処理について
説明する。
　上述したように、本発明において、需給調整情報と分担情報は、以下の３つのパターン
Ａ、Ｂ、Ｃの組み合わせが考えられる。
【０１２６】
　図１３に示すように、パターンＡは、需給調整情報として、複数のエネルギー貯蔵装置
３０によって需給調整すべき調整総電力Ｗsumを用い、分担情報として、調整総電力Ｗsum
に対する各エネルギー貯蔵装置３０の分担比率Ａｎを用いる。
【０１２７】
　パターンＢとパターンＣでは、分担情報として各エネルギー貯蔵装置３０の定格出力Ｂ
ｎ（上限出力および融通可能な出力を含む）を考慮した分担係数Ｋｎを用いる。そして、
パターンＢでは、需給調整情報として、複数のエネルギー貯蔵装置３０が需給調整可能な
最大調整総電力Ｗmaxに対する調整総電力Ｗsumの割合を用いる。パターンＣでは、需給調
整情報として、規格化値ＬＦＣを用いる。
【０１２８】
　図１４に示すように、図１２のステップＳ２０５で算出される分担情報と、ステップＳ
２０７およびステップＳ２１３で算出される分担電力Ｄｎは、パターン毎に異なる情報を
用いて求められる。
　図１４（ａ）は、パターンＡを示しており、最適化処理部１０２により、調整総電力Ｗ
sumと、状態情報Ｓｎと、最適化処理が行われて分担比率Ａｎが求められる。また、算出
部１０４またはエネルギー貯蔵装置３０ｂにより、調整総電力Ｗsumに分担比率Ａｎを乗
算して分担電力Ｄｎが求められる。
　このようにして求められる分担電力Ｄｎの例を図１５（ａ）に示している。算出された
複数のエネルギー貯蔵装置３０の分担電力Ｄｎの合計が、調整総電力Ｗsumに等しくなっ
ていることが分かる。
【０１２９】
　さらに、図１４（ｂ）は、パターンＢを示しており、最適化処理部１０２により、調整
総電力Ｗsumと、状態情報Ｓｎと、定格出力Ｂｎ（上限出力および融通可能な出力を含む
）と、最大調整総電力Ｗmaxとを用いて、最適化処理が行われて分担係数Ｋｎが求められ
る。具体的には、上述した式（２）により算出されてもよい。
【０１３０】
　また、算出部１０４またはエネルギー貯蔵装置３０ｂにより、最大調整総電力Ｗmaxに
対する調整総電力Ｗsumの割合に、分担係数Ｋｎと定格出力Ｂｎを乗算して分担電力Ｄｎ
が求められる。
　このようにして求められる分担電力Ｄｎの例を図１５（ｂ）に示している。算出された
複数のエネルギー貯蔵装置３０の分担電力Ｄｎの合計が、調整総電力Ｗsumに等しくなっ
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ていることが分かる。
【０１３１】
　さらに、図１４（ｃ）は、パターンＣを示しており、最適化処理部１０２により、規格
化値ＬＦＣと、状態情報Ｓｎと、定格出力Ｂｎと、最大調整総電力Ｗmaxとを用いて、最
適化処理が行われて分担係数Ｋｎが求められる。
　具体的には、上記の式（２）により算出されてもよい。
【０１３２】
　また、算出部１０４またはエネルギー貯蔵装置３０ｂにより、規格化値ＬＦＣに、分担
係数Ｋｎと定格出力Ｂｎを乗算して分担電力Ｄｎが求められる。
　このようにして求められる分担電力Ｄｎの例を図１５（ｃ）に示している。算出された
複数のエネルギー貯蔵装置３０の分担電力Ｄｎの合計が、調整総電力Ｗsumに等しくなっ
ていることが分かる。
【０１３３】
　以上説明したように、本実施形態の制御装置２００において、複数のエネルギー貯蔵装
置３０をカテゴリＣ１とＣ２に分け、通信部２０６により、カテゴリに従って、送信する
情報を変えることができる。分担電力Ｄｎまでをクラウドサーバ（制御装置２００）側で
算出して需給調整制御装置２０に送信する第１のエネルギー貯蔵装置３０ａ（カテゴリＣ
１）と、分担情報までをクラウドサーバ（制御装置２００）側で算出して、分担情報と需
給調整情報を需給調整制御装置２０に送信する第２のエネルギー貯蔵装置３０ｂ（カテゴ
リＣ２）とを区別できる。
【０１３４】
　この構成によれば、需給調整制御装置２０の性能に応じて需給調整制御に必要な情報の
算出処理を、需給調整制御装置２０側ではなく、サーバ（制御装置）側で行うことができ
るので、低い性能による制御の遅延や未実行等を回避でき、統合的な制御が可能となる。
【０１３５】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【実施例】
【０１３６】
（実施例１）
　本実施例では、ＬＦＣ信号に基づいて、需給調整制御を行う構成において、蓄電池の充
放電の振幅変動を制御する構成について説明する。
　この例では、分担比率を算出する際に、エネルギー貯蔵装置３０の状態情報として、蓄
電池の温度と、ＳＯＣの値を用いる。
　まず、最適化処理部１０２は、各蓄電池の温度が高い程、分担比率を低減させるように
、蓄電池への分担比率の割り当てを行う。
【０１３７】
　さらに、需給調整制御では、ＬＦＣ信号の不確定性や、充放電損失等の影響で、ＳＯＣ
の値が変動する。そこで、ＳＯＣの値に基づいて、図１６に示すような処理を行う。
　図１６は、本発明の実施例の制御装置の処理手順を示すフローチャートである。
　ここでは、ＳＯＣの値が第１の所定範囲内の場合（ステップＳ３０１の７０％≦ＳＯＣ
＜１００％）、放電側の振幅変動のみでＬＦＣ信号による需給調整制御を行う（ステップ
Ｓ３０３）。そして、ＳＯＣの値が５０％になるまで（ステップＳ３０５のＮＯ）、ステ
ップＳ３０３に戻り、この制御を継続する。ＳＯＣの値が５０％になったとき（ステップ
Ｓ３０５のＹＥＳ）、制御を停止する処理を行い、本フローを終了する。
【０１３８】
　ＳＯＣの値が第２の所定範囲内の場合（ステップＳ３０１の０％≦ＳＯＣ＜３０％）、
充電側の振幅変動のみでＬＦＣ信号による需給調整制御を行う（ステップＳ３０７）。そ
して、ＳＯＣの値が５０％になるまで（ステップＳ３０９のＮＯ）、ステップＳ３０７に
戻り、この制御を継続する。ＳＯＣの値が５０％になったとき（ステップＳ３０９のＹＥ
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Ｓ）、制御を停止する処理を行い、本フローを終了する。
【０１３９】
　ＳＯＣの値が第１の所定範囲および第２の所定範囲以外の場合（ステップＳ３０１の３
０％≦ＳＯＣ＜７０％）、充放電でのＬＦＣ信号による需給調整制御を行う（ステップＳ
３１１）。そして、ＳＯＣの値が８０％または２０％になるまで（ステップＳ３１３のＮ
Ｏ）、ステップＳ３１１に戻り、この制御を継続する。ＳＯＣの値が８０％または２０％
になったとき（ステップＳ３１３のＹＥＳ）、制御を停止する処理を行い、本フローを終
了する。このような処理により、蓄電池の充放電を用いた需給調整制御を、継続的に実施
できる。
【０１４０】
（実施例２）
　本実施例では、再生可能エネルギー発電装置による電力の出力抑制指示による出力抑制
を回避するために、再生可能エネルギー発電装置の出力抑制指示によって抑制される電力
を蓄電池に充電する構成を有する。
　この例では、分担比率を算出する際に、エネルギー貯蔵装置３０の状態情報として、蓄
電池の温度と、ＳＯＣの値を用いる。
　また、本実施例では、出力抑制指示による出力抑制制御が行われない間は、エネルギー
貯蔵装置３０は、それぞれ個別の目的で利用されてよい。
【０１４１】
　最適化処理部１０２は、各蓄電池の温度（蓄電池を取り巻く環境温度でもよい）が正の
(℃)の場合、温度が高い程、分担比率を低減させるように、蓄電池への分担比率の割り当
てを行い、各蓄電池の温度が負の（℃）場合、温度が低い程、分担比率を上昇させるよう
に、蓄電池への分担比率の割り当てを行う。この処理により、蓄電池の充放電を実施中で
も、蓄電池の温度を適正な範囲に維持することができる。
　出力抑制指示を受信し、出力抑制制御が実行される時間帯が特定されたとき、該当する
時間帯の全てにおいて、各蓄電池が、継続して充電が行えるように充放電制御を行う。す
なわち、出力抑制制御を実行する予定の時刻におけるＳＯＣの値を見積もる。そして、抑
制制御時間でその予測された空き容量分が満充電になる出力を上限とした割り振りとなる
ように、最適化処理部１０２は、各エネルギー貯蔵装置３０の分担比率を算出する。
【０１４２】
　以上、実施形態および実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形
態および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコ
ープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
　なお、本発明において利用者に関する情報を取得、利用する場合は、これを適法に行う
ものとする。
【０１４３】
　以下、参考形態の例を付記する。
１．　エネルギー貯蔵装置を制御する需給調整制御装置と、前記需給調整制御装置にネッ
トワークを介して接続される制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、
　　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に対する各エネルギー
貯蔵装置の分担比率を、当該エネルギー貯蔵装置の状態情報に基づいて、それぞれ算出す
る最適化処理手段と、
　　複数の前記エネルギー貯蔵装置における前記調整総電力に関する需給調整情報と、少
なくとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率を用いて、前記少なくとも一つの
前記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出する算出手段と、
　　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する通信手段と、
を有する需給調整システム。
２．　１．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置には、前記分担電力を送信する第１のエネルギー貯蔵装
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置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する分
担情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置とが含まれており、
　前記制御装置の前記通信手段は、前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送
信し、前記第２のエネルギー貯蔵装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信す
る需給調整システム。
３．　２．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記分担情報として前記分担比率を送信する需
給調整システム。
４．　２．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記最適化処理手段は、
　　複数の前記エネルギー貯蔵装置が需給調整可能な電力の合計である最大調整総電力と
、各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率とから求まる当該エネルギー貯蔵装置の分担
電力を、当該エネルギー貯蔵装置の充放電可能な電力に対する割合で示す分担係数を算出
して前記分担情報とし、
　前記制御装置の前記通信手段は、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記最大調整総電力に対する前記調整総電力の
割合を特定する需給調整情報と、前記分担情報とを送信する需給調整システム。
５．　４．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、
　　前記需給調整情報として前記最大調整総電力を、前記エネルギー貯蔵装置に送信する
需給調整システム。
６．　１．から５．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記
分担比率の算出に用いる前記エネルギー貯蔵装置の前記状態情報を受信する需給調整シス
テム。
７．　６．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記算出手段は、前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記
状態情報に基づいて前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担比率を更新する需給調整シス
テム。
８．　７．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記算出手段は、前記分担比率が更新されるまで同じ分担比率と前記需
給調整情報とに基づいて、前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担電力を算出する需給調
整システム。
９．　２．から８．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、
　　前記需給調整情報を受信すると、受信した前記需給調整情報を第２のエネルギー貯蔵
装置に転送する需給調整システム。
１０．　２．から９．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記最適化処理手段は、前記第１のエネルギー貯蔵装置に対する前記分
担電力の割り当てを前記第２のエネルギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てより
多くする需給調整システム。
１１．　２．から１０．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置との通信品質に基
づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と、前記分担情報および
前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置と、を区別する需給調整シス
テム。
１２．　２．から１１．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、専用回線で通信している前記エネルギー貯蔵装置を前
記第１のエネルギー貯蔵装置とする需給調整システム。
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１３．　２．から１２．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置の定格容量の大き
さに基づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報お
よび前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別する需給調整シ
ステム。
１４．　２．から１３．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、コンテナ型の大型蓄電池を前記第１のエネルギー貯蔵
装置とする需給調整システム。
１５．　２．から１４．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置における需給調整
制御装置の性能の高さに基づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装
置と前記分担情報および前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを
区別する需給調整システム。
１６．　１５．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、前記需給調整制御装置において対応可能なプロトコル
やサービスの数に基づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前
記分担情報および前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別す
る需給調整システム。
１７．　２．から１６．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置は、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶手段を備え、
　前記制御装置の前記通信手段は、前記記憶手段に記憶されている情報を用いて、前記第
１のエネルギー貯蔵装置と前記第２のエネルギー貯蔵装置を区別する需給調整システム。
１８．　２．から１７．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記算出手段は、前記制御装置の前記通信手段が前記分担電力を送信す
る間隔よりも長い間隔で、前記第１のエネルギー貯蔵装置の状態に基づいて前記分担情報
を更新する需給調整システム。
１９．　２．から１８．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記算出手段は、前記分担情報が更新されるまで同じ分担情報と前記需
給調整情報とに基づいて、前記第１のエネルギー貯蔵装置における前記分担電力を算出す
る需給調整システム。
２０．　２．から１９．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、前記第２のエネルギー貯蔵装置に対して、前記分担情
報を前記需給調整情報よりも少ない頻度で送信する需給調整システム。
２１．　２．から２０．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶手段を用いて、前記少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する需給調整システム。
【０１４４】
２２．　制御装置が、
　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に対する各エネルギー貯
蔵装置の分担比率を、当該エネルギー貯蔵装置の状態情報に基づいて、それぞれ算出し、
　複数の前記エネルギー貯蔵装置における前記調整総電力に関する需給調整情報と、少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率を用いて、前記少なくとも一つの前
記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出し、
　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する、制御方法。
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２３．　２２．に記載の制御方法において、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置には、前記分担電力を送信する第１のエネルギー貯蔵装
置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する分
担情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置とが含まれており、
　前記制御装置が、
　　前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２のエネルギー貯
蔵装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信する制御方法。
２４．　２３．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記分担情報として前記分担比率を送信する制
御方法。
２５．　２３．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　複数の前記エネルギー貯蔵装置が需給調整可能な電力の合計である最大調整総電力と
、各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率とから求まる当該エネルギー貯蔵装置の分担
電力を、当該エネルギー貯蔵装置の充放電可能な電力に対する割合で示す分担係数を算出
して前記分担情報とし、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記最大調整総電力に対する前記調整総電力の
割合を特定する需給調整情報と、前記分担情報とを送信する制御方法。
２６．　２５．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記需給調整情報として前記最大調整総電力を、前記エネルギー貯蔵装置に送信する
制御方法。
２７．　２２．から２６．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記分担比率の算出に用いる前記エ
ネルギー貯蔵装置の前記状態情報を受信する制御方法。
２８．　２７．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記状態情報に基づいて前記エネル
ギー貯蔵装置ごとの前記分担比率を更新する制御方法。
２９．　２８．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記分担比率が更新されるまで同じ分担比率と前記需給調整情報とに基づいて、前記
エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担電力を算出する制御方法。
３０．　２３．から２９．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記需給調整情報を受信すると、受信した前記需給調整情報を第２のエネルギー貯蔵
装置に転送する制御方法。
３１．　２３．から３０．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記第１のエネルギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てを前記第２のエネル
ギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てより多くする制御方法。
３２．　２３．から３１．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置との通信品質に基づいて、前記分担電力を送信す
る前記第１のエネルギー貯蔵装置と、前記分担情報および前記需給調整情報を送信する前
記第２のエネルギー貯蔵装置と、を区別する制御方法。
３３．　２３．から３２．いずれか一つに記載の制御方法において、
　専用回線で通信している前記エネルギー貯蔵装置を前記第１のエネルギー貯蔵装置とす
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る制御方法。
３４．　２３．から３３．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置の定格容量の大きさに基づいて、前記分担電力を
送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給調整情報を送信す
る前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別する制御方法。
３５．　２３．から３４．いずれか一つに記載の制御方法において、
　コンテナ型の大型蓄電池を前記第１のエネルギー貯蔵装置とする制御方法。
３６．　２３．から３５．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置における需給調整制御装置の性能の高さに基づい
て、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需
給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別する制御方法。
３７．　３６．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記需給調整制御装置において対応可能なプロトコルやサービスの数に基づいて、前
記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給調整
情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別する制御方法。
３８．　２３．から３７．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶装置に記憶し、
　　前記記憶装置に記憶されている情報を用いて、前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記
第２のエネルギー貯蔵装置を区別する制御方法。
３９．　２３．から３８．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記第１のエネルギー貯蔵装置の状
態に基づいて前記分担情報を更新する制御方法。
４０．　２３．から３９．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記分担情報が更新されるまで同じ分担情報と前記需給調整情報とに基づいて、前記
第１のエネルギー貯蔵装置における前記分担電力を算出する制御方法。
４１．　２３．から４０．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置に対して、前記分担情報を前記需給調整情報よりも少
ない頻度で送信する制御方法。
４２．　２３．から４１．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶装置を用いて、前記少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する制御方法。
【０１４５】
４３．　コンピュータに、
　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に対する各エネルギー貯
蔵装置の分担比率を、当該エネルギー貯蔵装置の状態情報に基づいて、それぞれ算出する
手順、
　複数の前記エネルギー貯蔵装置における前記調整総電力に関する需給調整情報と、少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率を用いて、前記少なくとも一つの前
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記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出する手順、
　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する手順、をコンピュータに
実行させるためのプログラム。
４４．　４３．に記載のプログラムにおいて、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置には、前記分担電力を送信する第１のエネルギー貯蔵装
置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する分
担情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置とが含まれており、
　前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２のエネルギー貯蔵
装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信する手順、をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
４５．　４４．に記載のプログラムにおいて、
　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記分担情報として前記分担比率を送信する手順
、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
４６．　４４．に記載のプログラムにおいて、
　複数の前記エネルギー貯蔵装置が需給調整可能な電力の合計である最大調整総電力と、
各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率とから求まる当該エネルギー貯蔵装置の分担電
力を、当該エネルギー貯蔵装置の充放電可能な電力に対する割合で示す分担係数を算出し
て前記分担情報とする手順、
　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記最大調整総電力に対する前記調整総電力の割
合を特定する需給調整情報と、前記分担情報とを送信する手順、をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
４７．　４６．に記載のプログラムにおいて、
　前記需給調整情報として前記最大調整総電力を、前記エネルギー貯蔵装置に送信する手
順、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
４８．　４３．から４７．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記分担比率の算出に用いる前記エネ
ルギー貯蔵装置の前記状態情報を受信する手順、をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
４９．　４８．に記載のプログラムにおいて、
　前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記状態情報に基づいて前記エネルギ
ー貯蔵装置ごとの前記分担比率を更新する手順、をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
５０．　４９．に記載のプログラムにおいて、
　前記分担比率が更新されるまで同じ分担比率と前記需給調整情報とに基づいて、前記エ
ネルギー貯蔵装置ごとの前記分担電力を算出する手順、をコンピュータに実行させるため
のプログラム。
５１．　４４．から５０．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記需給調整情報を受信すると、受信した前記需給調整情報を第２のエネルギー貯蔵装
置に転送する手順、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
５２．　４４．から５１．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記第１のエネルギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てを前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てより多くする手順、をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
５３．　４４．から５２．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置との通信品質に基づいて、前記分担電力を送信する
前記第１のエネルギー貯蔵装置と、前記分担情報および前記需給調整情報を送信する前記
第２のエネルギー貯蔵装置と、を区別する手順、をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
５４．　４４．から５３．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　専用回線で通信している前記エネルギー貯蔵装置を前記第１のエネルギー貯蔵装置とす
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る手順、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
５５．　４４．から５４．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置の定格容量の大きさに基づいて、前記分担電力を送
信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給調整情報を送信する
前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別する手順、をコンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
５６．　４４．から５５．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　コンテナ型の大型蓄電池を前記第１のエネルギー貯蔵装置とする手順、をコンピュータ
に実行させるためのプログラム。
５７．　４４．から５６．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置における需給調整制御装置の性能の高さに基づいて
、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給
調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別する手順、をコンピュータに
実行させるためのプログラム。
５８．　５７．に記載のプログラムにおいて、
　前記需給調整制御装置において対応可能なプロトコルやサービスの数に基づいて、前記
分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給調整情
報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別する手順、をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
５９．　４４．から５８．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情報
に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギー
貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶装置に記憶する手順、
　前記記憶装置に記憶されている情報を用いて、前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記第
２のエネルギー貯蔵装置を区別する手順、をコンピュータに実行させるためのプログラム
。
６０．　４４．から５９．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記第１のエネルギー貯蔵装置の状態
に基づいて前記分担情報を更新する手順、をコンピュータに実行させるためのプログラム
。
６１．　４４．から６０．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記分担情報が更新されるまで同じ分担情報と前記需給調整情報とに基づいて、前記第
１のエネルギー貯蔵装置における前記分担電力を算出する手順、をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
６２．　４４．から６１．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記第２のエネルギー貯蔵装置に対して、前記分担情報を前記需給調整情報よりも少な
い頻度で送信する手順、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
６３．　４４．から６２．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情報
に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギー
貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶装置を用いて、前記少なく
とも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する手順、をコンピュータに実
行させるためのプログラム。
【０１４６】
６４．　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に対する各エネル
ギー貯蔵装置の分担比率を、当該エネルギー貯蔵装置の状態情報に基づいて、それぞれ算
出する最適化処理手段と、
　複数の前記エネルギー貯蔵装置における前記調整総電力に関する需給調整情報と、少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率を用いて、前記少なくとも一つの前
記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出する算出手段と、
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　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する通信手段と、
を備える制御装置。
６５．　６４．に記載の制御装置において、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置には、前記分担電力を送信する第１のエネルギー貯蔵装
置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する分
担情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置とが含まれており、
　前記通信手段は、前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２
のエネルギー貯蔵装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信する制御装置。
６６．　６５．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記分担情報として前記分担比率を送信する制
御装置。
６７．　６５．に記載の制御装置において、
　前記最適化処理手段は、
　　複数の前記エネルギー貯蔵装置が需給調整可能な電力の合計である最大調整総電力と
、各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率とから求まる当該エネルギー貯蔵装置の分担
電力を、当該エネルギー貯蔵装置の充放電可能な電力に対する割合で示す分担係数を算出
して前記分担情報とし、
　前記通信手段は、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記最大調整総電力に対する前記調整総電力の
割合を特定する需給調整情報と、前記分担情報とを送信する制御装置。
６８．　６７．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、
　　前記需給調整情報として前記最大調整総電力を、前記エネルギー貯蔵装置に送信する
制御装置。
６９．　６４．から６８．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記分担比率の算出
に用いる前記エネルギー貯蔵装置の前記状態情報を受信する制御装置。
７０．　６９．に記載の制御装置において、
　前記算出手段は、前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記状態情報に基づ
いて前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担比率を更新する制御装置。
７１．　７０．に記載の制御装置において、
　前記算出手段は、前記分担比率が更新されるまで同じ分担比率と前記需給調整情報とに
基づいて、前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担電力を算出する制御装置。
７２．　６５．から７１．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、
　　前記需給調整情報を受信すると、受信した前記需給調整情報を第２のエネルギー貯蔵
装置に転送する制御装置。
７３．　６５．から７２．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記最適化処理手段は、前記第１のエネルギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当
てを前記第２のエネルギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てより多くする制御装
置。
７４．　６５．から７３．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置との通信品質に基づいて、前記分
担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と、前記分担情報および前記需給調整情
報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置と、を区別する制御装置。
７５．　６５．から７４．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、専用回線で通信している前記エネルギー貯蔵装置を前記第１のエネル
ギー貯蔵装置とする制御装置。
７６．　６５．から７５．いずれか一つに記載の制御装置において、
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　前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置の定格容量の大きさに基づいて、
前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給調
整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別する制御装置。
７７．　６５．から７６．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、コンテナ型の大型蓄電池を前記第１のエネルギー貯蔵装置とする制御
装置。
７８．　６５．から７７．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置における需給調整制御装置の性能
の高さに基づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情
報および前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別する制御装
置。
７９．　７８．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、前記需給調整制御装置において対応可能なプロトコルやサービスの数
に基づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報およ
び前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別する制御装置。
８０．　６５．から７９．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情報
に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギー
貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶手段を備え、
　前記通信手段は、前記記憶手段に記憶されている情報を用いて、前記第１のエネルギー
貯蔵装置と前記第２のエネルギー貯蔵装置を区別する制御装置。
８１．　６５．から８０．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記算出手段は、前記通信手段が前記分担電力を送信する間隔よりも長い間隔で、前記
第１のエネルギー貯蔵装置の状態に基づいて前記分担情報を更新する制御装置。
８２．　６５．から８１．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記算出手段は、前記分担情報が更新されるまで同じ分担情報と前記需給調整情報とに
基づいて、前記第１のエネルギー貯蔵装置における前記分担電力を算出する制御装置。
８３．　６５．から８２．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、前記第２のエネルギー貯蔵装置に対して、前記分担情報を前記需給調
整情報よりも少ない頻度で送信する制御装置。
８４．　６５．から８３．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶手段を用いて、前記少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する制御装置。
【０１４７】
　上記の実施形態の一部または全部は、さらに、以下の付記のようにも記載されうるが、
以下に限られない。
１．　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に対する各エネルギ
ー貯蔵装置の分担比率を、当該エネルギー貯蔵装置の状態情報に基づいて、それぞれ算出
する最適化処理手段と、
　複数の前記エネルギー貯蔵装置における前記調整総電力に関する需給調整情報と、少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率を用いて、前記少なくとも一つの前
記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出する算出手段と、
　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する通信手段と、
を備える制御装置。
２．　１．に記載の制御装置において、前記分担比率の更新頻度は、前記需給調整情報の
更新頻度よりも低く、
　前記算出手段は、前記分担比率が更新されるまで同じ分担比率と前記需給調整情報とに
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基づいて、前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担電力を算出する制御装置。
３．　１．または２．に記載の制御装置において、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置には、前記分担電力を送信する第１のエネルギー貯蔵装
置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する分
担情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置とが含まれており、
　前記通信手段は、前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２
のエネルギー貯蔵装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信する制御装置。
４．　３．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶手段を用いて、前記少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する制御装置。
５．　３．に記載の制御装置において、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情報
に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギー
貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶手段を備え、
　前記通信手段は、前記記憶手段に記憶されている情報を用いて、前記第１のエネルギー
貯蔵装置と前記第２のエネルギー貯蔵装置を区別して送信する制御装置。
６．　３．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置との通信品質に基づいて、前記分
担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と、前記分担情報および前記需給調整情
報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置と、を区別して送信する制御装置。
７．　３．または６．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、専用回線で通信している前記エネルギー貯蔵装置を前記第１のエネル
ギー貯蔵装置とする制御装置。
８．　３．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置の定格容量の大きさに基づいて、
前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給調
整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別して送信する制御装置。
９．　３．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、コンテナ型の大型蓄電池を前記第１のエネルギー貯蔵装置とする制御
装置。
１０．　３．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置における需給調整制御装置の性能
の高さに基づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情
報および前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別して送信す
る制御装置。
１１．　１０．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、前記需給調整制御装置において対応可能なプロトコルやサービスの数
に基づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報およ
び前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別して送信する制御
装置。
１２．　３．から１１．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記分担情報として前記分担比率を送信する制
御装置。
１３．　３．から１１．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記最適化処理手段は、
　　前記エネルギー貯蔵装置毎に、当該エネルギー貯蔵装置の充放電可能な電力に対する
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複数の前記エネルギー貯蔵装置が需給調整可能な電力の合計である最大調整総電力の割合
で示す分担係数を算出して前記分担情報とし、
　前記通信手段は、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記最大調整総電力に対する前記調整総電力の
割合を特定する需給調整情報と、前記分担情報とを送信し、
　各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担電力は、前記最大調整総電力に対する前記調整総
電力の割合と各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担係数と前記エネルギー貯蔵装置の前記
充放電可能な電力とから求まる制御装置。
１４．　１３．に記載の制御装置において、
　前記通信手段は、
　　前記需給調整情報として前記最大調整総電力を、前記エネルギー貯蔵装置に送信する
制御装置。
１５．　１．から１４．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、前記分担電力または需給調整情報を送信する間隔よりも長い間隔で、
前記分担比率の算出に用いる前記エネルギー貯蔵装置の前記状態情報を受信する制御装置
。
１６．　１５．に記載の制御装置において、
　前記算出手段は、前記分担電力または需給調整情報を送信する間隔よりも長い間隔で、
前記状態情報に基づいて前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担情報を更新する制御装置
。
１７．　３．から１６．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、
　　前記需給調整情報を受信すると、受信した前記需給調整情報を、そのまま若しくは最
大調整総電力や調整総電力に基づき規格化し、第２のエネルギー貯蔵装置に転送する制御
装置。
１８．　３．から１７．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記最適化処理手段は、前記第１のエネルギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当
てを前記第２のエネルギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てより多くする制御装
置。
１９．　３．から１８．いずれか一つに記載の制御装置において、
　前記通信手段は、前記第２のエネルギー貯蔵装置に対して、前記分担情報を前記需給調
整情報よりも短い間隔で送信する制御装置。
【０１４８】
２０．　エネルギー貯蔵装置を制御する需給調整制御装置と、前記需給調整制御装置にネ
ットワークを介して接続される制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、
　　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に対する各エネルギー
貯蔵装置の分担比率を、当該エネルギー貯蔵装置の状態情報に基づいて、それぞれ算出す
る最適化処理手段と、
　　複数の前記エネルギー貯蔵装置における前記調整総電力に関する需給調整情報と、少
なくとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率を用いて、前記少なくとも一つの
前記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出する算出手段と、
　　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する通信手段と、
を有する需給調整システム。
２１．　２０．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記分担比率の更新頻度は、前記需給調整情報の更新頻度よりも低く、
　前記制御装置の前記算出手段は、前記分担比率が更新されるまで同じ分担比率と前記需
給調整情報とに基づいて、前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担電力を算出する需給調
整システム。
２２．　２０．または２１．に記載の需給調整システムにおいて、
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　前記複数のエネルギー貯蔵装置には、前記分担電力を送信する第１のエネルギー貯蔵装
置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する分
担情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置とが含まれており、
　前記制御装置の前記通信手段は、前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送
信し、前記第２のエネルギー貯蔵装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信す
る需給調整システム。
２３．　２２．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶手段を用いて、前記少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する需給調整システム。
２４．　２２．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置は、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶手段を備え、
　前記制御装置の前記通信手段は、前記記憶手段に記憶されている情報を用いて、前記第
１のエネルギー貯蔵装置と前記第２のエネルギー貯蔵装置を区別して送信する需給調整シ
ステム。
２５．　２２．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置との通信品質に基
づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と、前記分担情報および
前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置と、を区別して送信する需給
調整システム。
２６．　２２．または２５．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、専用回線で通信している前記エネルギー貯蔵装置を前
記第１のエネルギー貯蔵装置とする需給調整システム。
２７．　２２．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置の定格容量の大き
さに基づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報お
よび前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別して送信する需
給調整システム。
２８．　２２．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、コンテナ型の大型蓄電池を前記第１のエネルギー貯蔵
装置とする需給調整システム。
２９．　２２．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、それぞれの前記エネルギー貯蔵装置における需給調整
制御装置の性能の高さに基づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装
置と前記分担情報および前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを
区別して送信する需給調整システム。
３０．　２９．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、前記需給調整制御装置において対応可能なプロトコル
やサービスの数に基づいて、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前
記分担情報および前記需給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別し
て送信する需給調整システム。
３１．　２２．から３０．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記分担情報として前記分担比率を送信する需
給調整システム。
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３２．　２２．から３０．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記最適化処理手段は、
　　前記エネルギー貯蔵装置毎に、当該エネルギー貯蔵装置の充放電可能な電力に対する
複数の前記エネルギー貯蔵装置が需給調整可能な電力の合計である最大調整総電力の割合
で示す分担係数を算出して前記分担情報とし、
　前記制御装置の前記通信手段は、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記最大調整総電力に対する前記調整総電力の
割合を特定する需給調整情報と、前記分担情報とを送信し、
　各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担電力は、前記最大調整総電力に対する前記調整総
電力の割合と各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担係数と前記エネルギー貯蔵装置の前記
充放電可能な電力とから求まる需給調整システム。
３３．　３２．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、
　　前記需給調整情報として前記最大調整総電力を、前記エネルギー貯蔵装置に送信する
需給調整システム。
３４．　２０．から３３．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、前記分担電力または需給調整情報を送信する間隔より
も長い間隔で、前記分担比率の算出に用いる前記エネルギー貯蔵装置の前記状態情報を受
信する需給調整システム。
３５．　３４．に記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記算出手段は、前記分担電力または需給調整情報を送信する間隔より
も長い間隔で、前記状態情報に基づいて前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担情報を更
新する需給調整システム。
３６．　２２．から３５．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、
　　前記需給調整情報を受信すると、受信した前記需給調整情報を、そのまま若しくは最
大調整総電力や調整総電力に基づき規格化し、第２のエネルギー貯蔵装置に転送する需給
調整システム。
３７．　２２．から３６．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記最適化処理手段は、前記第１のエネルギー貯蔵装置に対する前記分
担電力の割り当てを前記第２のエネルギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てより
多くする需給調整システム。
３８．　２２．から３７．いずれか一つに記載の需給調整システムにおいて、
　前記制御装置の前記通信手段は、前記第２のエネルギー貯蔵装置に対して、前記分担情
報を前記需給調整情報よりも短い間隔で送信する需給調整システム。
【０１４９】
３９．　制御装置が、
　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に対する各エネルギー貯
蔵装置の分担比率を、当該エネルギー貯蔵装置の状態情報に基づいて、それぞれ算出し、
　複数の前記エネルギー貯蔵装置における前記調整総電力に関する需給調整情報と、少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率を用いて、前記少なくとも一つの前
記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出し、
　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する、制御方法。
４０．　３９．に記載の制御方法において、
　前記分担比率の更新頻度は、前記需給調整情報の更新頻度よりも低く、
　前記制御装置が、
　　前記分担比率が更新されるまで同じ分担比率と前記需給調整情報とに基づいて、前記
エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担電力を算出する制御方法。
４１．　３９．または４０．に記載の制御方法において、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置には、前記分担電力を送信する第１のエネルギー貯蔵装
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置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する分
担情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置とが含まれており、
　前記制御装置が、
　　前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２のエネルギー貯
蔵装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信する制御方法。
４２．　４１．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶装置を用いて、前記少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する制御方法。
４３．　４１．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情
報に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶装置に記憶し、
　　前記記憶装置に記憶されている情報を用いて、前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記
第２のエネルギー貯蔵装置を区別して送信する制御方法。
４４．　４１．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置との通信品質に基づいて、前記分担電力を送信す
る前記第１のエネルギー貯蔵装置と、前記分担情報および前記需給調整情報を送信する前
記第２のエネルギー貯蔵装置と、を区別して送信する制御方法。
４５．　４１．または４４．に記載の制御方法において、
　専用回線で通信している前記エネルギー貯蔵装置を前記第１のエネルギー貯蔵装置とす
る制御方法。
４６．　４１．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置の定格容量の大きさに基づいて、前記分担電力を
送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給調整情報を送信す
る前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別して送信する制御方法。
４７．　４１．に記載の制御方法において、
　コンテナ型の大型蓄電池を前記第１のエネルギー貯蔵装置とする制御方法。
４８．　４１．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置における需給調整制御装置の性能の高さに基づい
て、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需
給調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別して送信する制御方法。
４９．　４８．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記需給調整制御装置において対応可能なプロトコルやサービスの数に基づいて、前
記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給調整
情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別して送信する制御方法。
５０．　４１．から４９．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記分担情報として前記分担比率を送信する制
御方法。
５１．　４１．から４９．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記エネルギー貯蔵装置毎に、当該前記エネルギー貯蔵装置の充放電可能な電力に対
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する複数の前記エネルギー貯蔵装置が需給調整可能な電力の合計である最大調整総電力の
割合で示す分担係数を算出して前記分担情報とし、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記最大調整総電力に対する前記調整総電力の
割合を特定する需給調整情報と、前記分担情報とを送信し、
　各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担電力は、前記最大調整総電力に対する前記調整総
電力の割合と各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担係数と前記エネルギー貯蔵装置の前記
充放電可能な電力とから求まる制御方法。
５２．　５１．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記需給調整情報として前記最大調整総電力を、前記エネルギー貯蔵装置に送信する
制御方法。
５３．　３９．から５２．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記分担電力または需給調整情報を送信する間隔よりも長い間隔で、前記分担比率の
算出に用いる前記エネルギー貯蔵装置の前記状態情報を受信する制御方法。
５４．　５３．に記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記分担電力または需給調整情報を送信する間隔よりも長い間隔で、前記状態情報に
基づいて前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担情報を更新する制御方法。
５５．　４１．から５４．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記需給調整情報を受信すると、受信した前記需給調整情報を、そのまま若しくは最
大調整総電力や調整総電力に基づき規格化し、第２のエネルギー貯蔵装置に転送する制御
方法。
５６．　４１．から５５．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記第１のエネルギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てを前記第２のエネル
ギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てより多くする制御方法。
５７．　４１．から５６．いずれか一つに記載の制御方法において、
　前記制御装置が、
　　前記第２のエネルギー貯蔵装置に対して、前記分担情報を前記需給調整情報よりも短
い間隔で送信する制御方法。
【０１５０】
５８．　コンピュータに、
　複数のエネルギー貯蔵装置によって需給調整される調整総電力に対する各エネルギー貯
蔵装置の分担比率を、当該エネルギー貯蔵装置の状態情報に基づいて、それぞれ算出する
手順、
　複数の前記エネルギー貯蔵装置における前記調整総電力に関する需給調整情報と、少な
くとも一つの前記エネルギー貯蔵装置の前記分担比率を用いて、前記少なくとも一つの前
記エネルギー貯蔵装置における分担電力を算出する手順、
　当該分担電力を、対応する前記エネルギー貯蔵装置に送信する手順、を実行させるため
のプログラム。
５９．　５８．に記載のプログラムにおいて、
　前記分担比率の更新頻度は、前記需給調整情報の更新頻度よりも低く、
　前記分担比率が更新されるまで同じ分担比率と前記需給調整情報とに基づいて、前記エ
ネルギー貯蔵装置ごとの前記分担電力を算出する手順、をコンピュータに実行させるため
のプログラム。
６０．　５８．または５９．に記載のプログラムにおいて、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置には、前記分担電力を送信する第１のエネルギー貯蔵装
置と、前記需給調整情報および当該エネルギー貯蔵装置が分担する分担電力を特定する分
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担情報を送信する第２のエネルギー貯蔵装置とが含まれており、
　前記第１のエネルギー貯蔵装置には前記分担電力を送信し、前記第２のエネルギー貯蔵
装置には前記需給調整情報および前記分担情報を送信する手順、をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
６１．　６０．に記載のプログラムにおいて、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情報
に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギー
貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶する記憶装置を用いて、前記少なく
とも一つの前記エネルギー貯蔵装置を送信宛先として選択する手順、をコンピュータに実
行させるためのプログラム。
６２．　６０．に記載のプログラムにおいて、
　前記複数のエネルギー貯蔵装置を識別する貯蔵装置識別情報を、当該貯蔵装置識別情報
に対応するエネルギー貯蔵装置が前記第１のエネルギー貯蔵装置か前記第２のエネルギー
貯蔵装置かを識別する種別識別情報に対応付けて記憶装置に記憶する手順、
　前記記憶装置に記憶されている情報を用いて、前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記第
２のエネルギー貯蔵装置を区別して送信する手順、をコンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
６３．　６０．に記載のプログラムにおいて、
　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置との通信品質に基づいて、前記分担電力を送信する
前記第１のエネルギー貯蔵装置と、前記分担情報および前記需給調整情報を送信する前記
第２のエネルギー貯蔵装置と、を区別して送信する手順、をコンピュータに実行させるた
めのプログラム。
６４．　６０．または６３．に記載のプログラムにおいて、
　専用回線で通信している前記エネルギー貯蔵装置を前記第１のエネルギー貯蔵装置とす
る手順、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
６５．　６０．に記載のプログラムにおいて、
　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置の定格容量の大きさに基づいて、前記分担電力を送
信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給調整情報を送信する
前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別して送信する手順、をコンピュータに実行させる
ためのプログラム。
６６．　６０．に記載のプログラムにおいて、
　コンテナ型の大型蓄電池を前記第１のエネルギー貯蔵装置とする手順、をコンピュータ
に実行させるためのプログラム。
６７．　６０．に記載のプログラムにおいて、
　それぞれの前記エネルギー貯蔵装置における需給調整制御装置の性能の高さに基づいて
、前記分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給
調整情報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別して送信する手順、をコンピ
ュータに実行させるためのプログラム。
６８．　６７．に記載のプログラムにおいて、
　前記需給調整制御装置において対応可能なプロトコルやサービスの数に基づいて、前記
分担電力を送信する前記第１のエネルギー貯蔵装置と前記分担情報および前記需給調整情
報を送信する前記第２のエネルギー貯蔵装置とを区別して送信する手順、をコンピュータ
に実行させるためのプログラム。
６９．　６０．から６８．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記分担情報として前記分担比率を送信する手順
、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
７０．　６０．から６８．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記エネルギー貯蔵装置毎に、当該エネルギー貯蔵装置の充放電可能な電力に対する複
数の前記エネルギー貯蔵装置が需給調整可能な電力の合計である最大調整総電力の割合で
示す分担係数を算出して前記分担情報とする手順、
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　前記第２のエネルギー貯蔵装置には、前記最大調整総電力に対する前記調整総電力の割
合を特定する需給調整情報と、前記分担情報とを送信する手順、をコンピュータに実行さ
せるためのプログラムであり、
　各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担電力は、前記最大調整総電力に対する前記調整総
電力の割合と各前記エネルギー貯蔵装置の前記分担係数と前記エネルギー貯蔵装置の前記
充放電可能な電力とから求まるプログラム。
７１．　７０．に記載のプログラムにおいて、
　前記需給調整情報として前記最大調整総電力を、前記エネルギー貯蔵装置に送信する手
順、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
７２．　５８．から７１．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記分担電力または需給調整情報を送信する間隔よりも長い間隔で、前記分担比率の算
出に用いる前記エネルギー貯蔵装置の前記状態情報を受信する手順、をコンピュータに実
行させるためのプログラム。
７３．　７２．に記載のプログラムにおいて、
　前記分担電力または需給調整情報を送信する間隔よりも長い間隔で、前記状態情報に基
づいて前記エネルギー貯蔵装置ごとの前記分担情報を更新する手順、をコンピュータに実
行させるためのプログラム。
７４．　６０．から７３．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記需給調整情報を受信すると、受信した前記需給調整情報を、そのまま若しくは最大
調整総電力や調整総電力に基づき規格化し、第２のエネルギー貯蔵装置に転送する手順、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
７５．　６０．から７４．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記第１のエネルギー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てを前記第２のエネルギ
ー貯蔵装置に対する前記分担電力の割り当てより多くする手順、をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
７６．　６０．から７５．いずれか一つに記載のプログラムにおいて、
　前記第２のエネルギー貯蔵装置に対して、前記分担情報を前記需給調整情報よりも短い
間隔で送信する手順、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【０１５１】
　この出願は、２０１６年５月１０日に出願された日本出願特願２０１６－０９４８５１
号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０１５２】
１　需給調整システム
１０　制御装置
２０　需給調整制御装置
３０、３０ａ、３０ｂ　エネルギー貯蔵装置
３２　系統用コンテナ蓄電池
３４　アグリゲータ蓄電池
３６　大口需要家蓄電池
３８　小口需要家蓄電池
５０　ネットワーク
５２　インターネット
５４　専用回線
６０　発電装置
６２　火力発電所
７０　管理装置
８０　コンピュータ
８２　ＣＰＵ
８４　メモリ
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８５　ストレージ
８６　Ｉ／Ｏ
８７　通信Ｉ／Ｆ
８９　バス
９０　プログラム
１０２　最適化処理部
１０４　算出部
１０６　通信部
１１０　記憶装置
１１２　属性情報
１１３　状態情報
１１４　分担比率情報
１２０　受信部
２００　制御装置
２０６　通信部
２１０　記憶装置
２１２　種別情報
２１４ａ、２１４ｂ　テーブル
２２０　需給調整情報
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